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旧頁 節 中間案 修正案 備考 

4 1 部 

1 章 

 自助・共助 

2 節 

災害情報を

入手する 

 

 

 

 

 

【参 考】市の取り組み 

1. 災害情報等の広報内容 

市や防災関係機関は、災害発生時に迅速かつ正確で分かりやすい情報の伝達に努め

ます。 

市民等に伝達される主な情報の内容は以下のとおりです。 

 

時 期 内 容 

災害発生前 ①気象等に関する警報等（大雨・洪水に関する警報・注意報、竜
巻注意報、特別警報等） 

②河川水位情報 
③土砂災害警戒情報 
 

災害発生直後 ①災害の発生状況 
②洪水等に関する情報 
③災害対策本部の設置 
④安否情報 
⑤被害状況の概要 
⑥避難所等の情報 
⑦救援活動の状況 
⑧二次災害防止に関する情報 
⑨災害応急対策の実施状況 
⑩医療機関の活動状況 
⑪水・食料等の物資供給状況 
⑫ボランティア受入れ情報 
⑬その他（被災地からの情報発信及び災害時の連絡方法として、

公衆電話の活用、災害用伝言ダイヤル「171」や通信事業者
各社が提供する災害用伝言板の利用について周知を図る。） 

生 活 再 開 時 ①ライフラインの被害状況と復旧見込み 
②生活必需品の供給状況 
③道路・交通情報 
④医療情報 
⑤教育関連情報 
⑥災害ごみの処理方法 
⑦相談窓口の開設状況 
⑧その他（被災地からの情報発信を含む） 

復 興 期 ①り災証明・義援金関連情報 
②住宅関連情報 
③各種貸付・融資制度情報 
④各種減免措置等の状況 
⑤復興関連情報 
⑥その他（被災地からの情報発信を含む） 

 

 

 

【参 考】市の取り組み 

1. 災害情報等の広報内容 

市や防災関係機関は、災害発生時に迅速かつ正確で分かりやすい情報の伝達に努め

ます。市民等に伝達される主な情報の内容は以下のとおりです。 

 

時 期 内 容 

災害発生前 ①気象等に関する警報等（大雨・洪水に関する警報・注意報、竜
巻注意報、特別警報等） 

②河川水位情報 
③土砂災害警戒情報 

※ 上記情報の収集先 
・テレビのデータ放送 
・仙台管区気象台ホームページ 
・国土交通省「川の防災情報」web サイト 
・宮城県土木部「総合情報システム」web サイト  など 

災害発生直後 ①災害の発生状況 
②洪水等に関する情報 
③災害対策本部の設置 
④安否情報 
⑤被害状況の概要 
⑥避難所等の情報 
⑦救援活動の状況 
⑧二次災害防止に関する情報 
⑨災害応急対策の実施状況 
⑩医療機関の活動状況 
⑪水・食料等の物資供給状況 
⑫ボランティア受入れ情報 
⑬その他（被災地からの情報発信及び災害時の連絡方法として、

公衆電話の活用、災害用伝言ダイヤル「171」や通信事業者
各社が提供する災害用伝言板の利用について周知を図る。） 

生 活 再 開 時 ①ライフラインの被害状況と復旧見込み 
②生活必需品の供給状況 
③道路・交通情報 
④医療情報 
⑤教育関連情報 
⑥災害ごみの処理方法 
⑦相談窓口の開設状況 
⑧その他（被災地からの情報発信を含む） 

復 興 期 ①り災証明・義援金関連情報 
②住宅関連情報 
③各種貸付・融資制度情報 
④各種減免措置等の状況 
⑤復興関連情報 
⑥その他（被災地からの情報発信を含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容適正化 

※情報収集先の追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仙台市地域防災計画（中間案）からの修正事項 新旧対照表【風水害等災害対策編】 

資料１-２ 
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旧頁 節 中間案 修正案 備考 
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（7） 

1 部 

1 章 

 自助・共助 

3 節 

 適切な避難

行動を行う 

 

１．風水害等における避難勧告等【市民・企業・地域団体等】 

風水害等災害が発生する危険性のある場合、次の区分により市から避難勧告等が発令されます。 

 発 令 基 準 

避難準備 

（※） 

○予想される災害発生の種類・場所・住民等の状況（特に災害時要援護

者及び避難所等の状況）、雨量情報、河川の水位及び土砂災害警戒情報

等を総合的に勘案し、事前に避難の準備をすることが適当であると認

めるとき 

 

避難勧告 

（※） 

○次の警報が発表され又は事象が発生し、居住者等の生命又は身体に危険が及ぶお
それがあると認められるとき 

・大雨、洪水、暴風、高潮等警報 

・河川の洪水警報 

・地下空間の浸水又は高潮による浸水 

・有毒物の流出又は危険物の爆発 

・大規模延焼火災 

・土砂災害（がけ崩れ、土石流、地滑り） 

・その他自然災害又は大規模な事故災害等 

避難指示 

（※） 

○避難勧告の発令時点より、災害の状況が著しく悪化し、緊急に避難を要すると
認められるとき 

○その他、危険が著しく切迫し、緊急に避難を要すると認められるとき 

 

 
※準備：避難勧告・指示に基づく避難の実施行動を迅速かつ的確に実施するため、防災関係機

関による避難場所・誘導路及び誘導要領の確認・調整、避難所の開設、避難者の収容準
備並びに居住者等の物心両面にわたる準備を整える行為である。 

※勧告：避難対象者に対し、避難を拘束するものではないが、避難対象者がその勧告を尊重す
ることを期待して、避難のための立退きを勧め、又は促す行為である。 

※指示：被害の危険が目前に切迫している場合等に発するものであり、勧告よりも拘束力が強
く、避難対象者を避難のため立ち退かせる行為である。 

※河川氾濫による避難勧告等の具体的基準については、別途定める。 
（資料編 6-1「水害発生時の避難勧告基準等」参照） 

 

 

 

 

2. 周辺に浸水や道路冠水が見られない場合【市民・企業・地域団体等】 

 

（略） 

 

(3) 避難方法 

ア 指定避難所等の避難所又は避難勧告等により指示された避難先等に避難します。 

イ 市職員、消防吏員、消防団員、警察官等から避難の指示があった場合は、その指示に従い 

避難します。 

 

１．風水害等における避難勧告等【市民・企業・地域団体等】 

風水害等災害が発生する危険性のある場合、次の区分により市から避難勧告等が発令されます。 

 発 令 基 準 

避難準備情報 

（※） 

○予想される災害発生の種類・場所・住民等の状況、雨量情報、河川の

水位及び土砂災害警戒情報等を総合的に勘案し、災害時要援護者等の

避難に時間を要する者には自主的な避難の開始を、それ以外の者には

避難の準備を促す必要があると認めるとき 

 

避難勧告 

（※） 

○次の警報が発表され又は事象が発生し、居住者等の生命又は身体に危険が及ぶお
それがあると認めるとき 

・大雨、洪水、暴風、高潮等警報 

・河川の洪水警報 

・地下空間の浸水又は高潮による浸水 

・有毒物の流出又は危険物の爆発 

・大規模延焼火災 

・土砂災害（がけ崩れ、土石流、地滑り） 

・その他自然災害又は大規模な事故災害等 

避難指示 

（※） 

○避難勧告の発令時点より、災害の状況が著しく悪化し、緊急に避難を要すると
認めるとき 

○その他、危険が著しく切迫し、緊急に避難を要すると認めるとき 

 

 
※避難準備情報：避難勧告又は指示に基づく避難の実施行動を迅速かつ的確に実施するため、

防災関係機関による避難場所・誘導路及び誘導要領の確認・調整、避難所の
開設、避難者の収容準備並びに居住者等の物心両面にわたる準備を整え、避
難行動に時間を要する者については、避難行動を開始すべき段階にあること
を知らせる情報をいう。 

※避 難 勧 告：避難対象者に対し、避難を拘束するものではないが、避難対象者がその勧告
を尊重することを期待して、避難のための立退き又は屋内での待避等の安全
確保措置を勧め、又は促す行為である。 

※避 難 指 示：被害の危険が目前に切迫している場合等に発するものであり、勧告よりも拘
束力が強く、避難対象者を避難のため立ち退かせる行為又は屋内での待避等
の安全確保措置をとらせる行為である。 

※具体的基準については、別途定める。 
（資料編 6-1「水害発生時の避難勧告基準等」参照） 

 

2. 周辺に浸水や道路冠水が見られない場合【市民・企業・地域団体等】 

 

（略） 

 

(3) 避難方法 

指定避難所等の避難所又は避難勧告等により指示された避難先等に避難します。 

ただし、災害の状況等により他の避難先への避難が必要になった場合は、市職員、消防吏員、

消防団員、警察官等の指示に従い避難します。 

 

 

改正災対法反映 

内容適正化 

※位置づけ整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容適正化 

※文言修正 
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（8） 

1 部 

1 章 

 自助・共助 

3 節 

 適切な避難

行動を行う 

（つづき） 

3. 周辺に浸水や道路冠水が始まっている場合【市民・企業・地域団体等】 

 

（略） 

 

4. 土砂災害の危険性がある場合【市民・企業・地域団体等】 

市から避難勧告等が発令された場合、市が開設した指定避難所等に避難します。 

また、土砂災害の場合、多くは木造の１階で被災していることから、どうしても指定避難所等 

への避難が困難なときは、次善の策として、近くの頑丈な建物の２階以上に緊急避難するか、そ 

れも難しい場合は家の中でより安全な場所（２階の崖から離れた部屋など）に避難します。 

 

（つづき） 

3. 周辺に浸水や道路冠水が始まっている場合【市民・企業・地域団体等】 

 

（略） 

 

4. 土砂災害の危険性がある場合【市民・企業・地域団体等】 

避難勧告等が発令された場合、指示された指定避難所等に避難します。 

また、土砂災害の場合、多くは木造の１階で被災していることから、どうしても指定避難所等 

への避難が困難なときは、次善の策として、近くの頑丈な建物の２階以上に緊急避難するか、そ 

れも難しい場合は家の中でより安全な場所（２階の崖から離れた部屋など）に避難します。 

 

 

 

 

 

内容適正化 

※文言修正 

 

 

 

14 1 部 

1 章 

 自助・共助 

6 節 

 避難所を主

体的に運営

する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参 考】市の避難所開設基準 

市では、主として指定避難所の開設基準について次のとおり定め、必要により避難所を開設す
ることとしています。なお、補助避難所の開設については、地域団体、市、施設の事前協議にお
いて定められた方法に基づき、適時開設します。 

 

＜避難所開設基準＞ 

条 件 開 設 方 法 

①避難勧告等発令時 
 

○区本部は、事前に適切な避難所施設を選定し、避難所の施
設管理者への連絡により開設体制を整える。 

○各部から避難所担当職員を派遣し、施設管理者との協力に
より開設する。 

②その他の場合 ○以下の場合に開設し、各部から避難所担当職員を派遣する。 
・施設管理者から区本部へ避難状況の報告があり、開設が
必要と認めるとき。 

・必要に応じて、区本部が避難所施設の巡回確認を行い、
避難状況等から必要と認めるとき。 

○上記にかかわらず、施設管理者及び地域団体は、避難者等の状況により、あるいは
事前協議において定めた方法に基づき、必要に応じて避難者の収容を行うものとす
る。 

※補助避難所については、地域、市、施設の事前協議に基づき適時開設する。 
※福祉避難所の開設については、第 2章第 14節「災害時要援護者への対応計画」(P.●)で 

定める。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参 考】市の避難所開設基準 

市では、主として指定避難所の開設基準について次のとおり定め、必要により避難所を開設す
ることとしています。なお、補助避難所の開設については、地域団体、市、施設の事前協議にお
いて定められた方法に基づき、適時開設します。 

 

＜避難所開設基準＞ 

条 件 開 設 方 法 

①避難勧告等発令時 
 

○区本部は、事前に適切な避難所施設を選定し、避難所の施
設管理者への連絡により開設体制を整える。 

○各部から避難所担当職員を派遣し、避難者が発生した場合
は区本部の判断で開設する。 

②その他の場合 ○以下の場合に開設し、各部から避難所担当職員を派遣し開
設する。 
・施設管理者から区本部へ避難状況の報告があり、開設が
必要と認めるとき。 

・必要に応じて、区本部が避難所施設の巡回確認を行い、
避難状況等から開設が必要と認めるとき。 

○上記にかかわらず、施設管理者及び地域団体は、避難者等の状況により、あるいは事
前協議において定めた方法に基づき、必要に応じて避難者の収容を行うものとする。 

※補助避難所については、地域、市、施設の事前協議に基づき適時開設する。 
※福祉避難所の開設については、第 2 章第 13 節「災害時要援護者への対応計画」(P.100)
で定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容適正化 

※体制明確化 
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旧頁 節 中間案 修正案 備考 

29 

（30） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（36） 

1 部 

2 章 

 公助 

2 節 

 災害対策活

動体制 

2. 情報連絡体制の強化 

<警  戒  対  象  部  局> 

区    分 警 戒 対 象 部 局 

① 地 震 災 害 の 場 合 

総務企画局(危機管理室、広報課、庶務課)  復興事業局  

健康福祉局  子供未来局  経済局   

都市整備局 建設局  消防局 教育局  水道局 

交通局  ガス局  各区 

② 津 波 災 害 の 場 合 

総務企画局(危機管理室、広報課、庶務課) 復興事業局 

市民局 健康福祉局  子供未来局 経済局 消防局  

教育局 交通局 ガス局  宮城野区  若林区 

③ 大雨、洪水等の災害の場合 

総務企画局(危機管理室、広報課、庶務課) 復興事業局  

健康福祉局 子供未来局 経済局 

都市整備局 建設局 消防局 教育局 

水道局 交通局 ガス局 各区 

④ 暴風等の災害の場合 

総務企画局(危機管理室、広報課、庶務課) 

復興事業局 健康福祉局 子供未来局 経済局 

建設局 消防局 各区 

⑤ 地 盤 災 害 の 場 合 

総務企画局(危機管理室、広報課、庶務課) 

復興事業局 健康福祉局 都市整備局 建設局 

消防局 関係区 

⑥ 道 路 災 害 の 場 合 
総務企画局(危機管理室、広報課、庶務課) 

復興事業局 健康福祉局 建設局 消防局 関係区 

⑦ 海 上 災 害 の 場 合 
総務企画局(危機管理室、広報課、庶務課) 

復興事業局 環境局 消防局 宮城野区 若林区 

⑧ その他の災害の場合 その都度指定する局及び区 

（略） 

4. 災害対策本部体制 

（略） 

(6) 災対本部事務局 

（略） 

オ 所掌事務 

災対本部事務局の所掌事務は、おおむね次のとおりとする。 

① 災対本部の運営に関すること 

② 災害情報センターの設置及び運営に関すること 

③ 災害情報等の収集、整理及び伝達に関すること 

④ 災害応急対策活動の総合調整に関すること 

⑤ 各部、区災害対策本部及び防災関係機関との連絡調整に関すること 

⑥ 災害派遣及び災害応援の要請に関すること 

 

⑦ 市民への災害広報に関すること 

⑧ 報道機関への情報提供及び報道要請に関すること 

⑨ プレスルーム（記者発表室）の設営及び運営に関すること 

⑩ 防災行政用無線の運用に関すること 

⑪ その他災害対策の実施に必要な事項 

2. 情報連絡体制の強化 

<警  戒  対  象  部  局> 

区    分 警 戒 対 象 部 局 

① 地 震 災 害 の 場 合 

総務企画局(危機管理室、広報課、庶務課) 復興事業局  

健康福祉局 子供未来局 経済局   

都市整備局 建設局 消防局 教育局 水道局 

交通局 ガス局  各区 

② 津 波 災 害 の 場 合 

総務企画局(危機管理室、広報課、庶務課) 復興事業局 

市民局 健康福祉局 子供未来局 経済局 消防局  

教育局 交通局 ガス局  宮城野区  若林区 

③ 大雨、洪水等の災害の場合 

総務企画局(危機管理室、広報課、庶務課) 復興事業局  

市民局 健康福祉局 子供未来局 経済局 

都市整備局 建設局 消防局 教育局 

水道局 交通局 ガス局 各区 

④ 暴風等の災害の場合 

総務企画局(危機管理室、広報課、庶務課) 

健康福祉局 子供未来局 経済局 

建設局 消防局 各区 

⑤ 地 盤 災 害 の 場 合 

総務企画局(危機管理室、広報課、庶務課) 

復興事業局 健康福祉局 都市整備局 建設局 

消防局 関係区 

⑥ 道 路 災 害 の 場 合 
総務企画局(危機管理室、広報課、庶務課) 

健康福祉局 建設局 消防局 関係区 

⑦ 海 上 災 害 の 場 合 
総務企画局(危機管理室、広報課、庶務課) 

環境局 消防局 宮城野区 若林区 

⑧ その他の災害の場合 その都度指定する局及び区 

（略） 

4. 災害対策本部体制 

（略） 

 (6) 災対本部事務局 

（略） 

オ 所掌事務 

災対本部事務局の所掌事務は、おおむね次のとおりとする。 

① 災対本部の運営に関すること 

② 災害情報センターの設置及び運営に関すること 

③ 災害情報等の収集、整理及び伝達に関すること 

④ 災害応急対策活動の総合調整に関すること 

⑤ 各部、区災害対策本部及び防災関係機関との連絡調整に関すること 

⑥ 災害派遣及び災害応援の要請に関すること 

⑦ 各部、区災害対策本部間の応援職員の調整に関すること 

⑧ 市民への災害広報に関すること 

⑨ 報道機関への情報提供及び報道要請に関すること 

⑩ プレスルーム（記者発表室）の設営及び運営に関すること 

⑪ 防災行政用無線の運用に関すること 

⑫ その他災害対策の実施に必要な事項 

 

 

内容適正化 

※体制整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容適正化 

※項目追加 
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旧頁 節 中間案 修正案 備考 

44 1 部 

2 章 

 公助 

3 節 

 職員の配備 

・動員計画 

 

3. 通常業務の取扱い 

 

（略） 

 

 

 

3. 通常業務の取扱い 

 

（略） 

 

4. 支援体制の構築 

応急仮設住宅、被災住宅の応急修理、災害弔慰金、義援金、り災証明に係る業務等、災害の程 

度が大きく、担当部のみの対応では実施が困難と見込まれる場合、災対本部事務局は、各部の業 

務実施状況等を踏まえ、必要に応じ他部からの職員の派遣を要請するなど、庁内支援体制の構築 

を図る。 

 

 

 

 

 

 

内容適正化 

※項目追加 

45 1 部 

2 章 

 公助 

4 節 

 避難計画 

 

1. 実施機関及び担当業務 

実 施 機 関 担 当 業 務 

 
 
 
 

 

健 康 福 祉 部 ・災害時要援護者の避難支援の総括に関すること 

都 市 整 備 部 

・宅地等の災害に伴う警戒区域の設定及び当該地区への立入りの制限、 

禁止又は退去命令に関すること 

・宅地災害に伴う避難の勧告及び指示に関すること 

消 防 部 

・避難勧告等の発令・解除及び警戒区域の設定・解除に関すること 

・避難勧告等及び警戒区域設定等の居住者等への伝達及び防災関係機関 

への通知並びに市民への広報に関すること 

・火災警戒区域、消防警戒区域及び水防に伴う警戒区域設定等に関する 

こと 

区 本 部 

・避難勧告等の発令・解除及び警戒区域の設定・解除についての居住者等
への伝達に関すること 

・災害時要援護者の避難支援に関すること 

各 部 ・所管施設の保全及び利用者の保護に関すること 

宮城県警察本部 
・避難の誘導及び伝達、広報又は警察官職務執行法等に基づく措置に関 

すること 

※１「避難勧告等」とは、避難による立退きの準備、勧告及び指示の総称をいう。 

※２「警戒区域設定等」とは、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して、当該区域 

への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該区域から退去を命ずることをいう。 

 

 

 

 

1. 実施機関及び担当業務 

実 施 機 関 担 当 業 務 

災対本部事務局 

・避難準備情報、避難勧告又は指示の発令・解除及び警戒区域の設定・解
除に関すること 

・避難準備情報、避難勧告又は指示の発令・解除及び警戒区域の設定・解
除についての防災関係機関への通知並びに市民への広報に関すること 

健 康 福 祉 部 ・災害時要援護者の避難支援の総括に関すること 

都 市 整 備 部 

・宅地災害に伴う避難の勧告又は指示の発令・解除の判断に必要な情報の
収集に関すること 

・宅地災害に伴う警戒区域の設定・解除の判断に必要な情報の収集に関す
ること 

消 防 部 

・避難勧告又は指示の発令・解除及び警戒区域の設定・解除に必要な情報
の収集に関すること 

・避難準備情報、避難勧告又は指示の発令・解除及び警戒区域の設定・解
除の居住者等への伝達に関すること 

・火災警戒区域、消防警戒区域及び水防に伴う警戒区域の設定・解除に関
すること 

区 本 部 

・避難勧告又は指示の発令・解除及び警戒区域の設定・解除に必要な情報
の収集に関すること 

・避難準備情報、避難勧告又は指示の発令・解除及び警戒区域の設定・解
除の居住者等への伝達に関すること 

・災害時要援護者の避難支援に関すること 

各 部 ・所管施設の保全及び利用者の保護に関すること 

宮城県警察本部 
・避難の誘導及び伝達、広報又は警察官職務執行法等に基づく措置に関 

すること 

（削除） 

※「警戒区域の設定」とは、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して、当該区域へ 

の立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該区域から退去を命ずることをいう。 

 

 

 

 

内容適正化 

※体制整理 
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旧頁 節 中間案 修正案 備考 

 

（46） 

1 部 

2 章 

 公助 

4 節 

 避難計画 

（つづき） 

2. 避難勧告等の実施 〔都市整備部、消防部、区本部〕 

(1) 避難勧告等の区分及び発令基準 

避難勧告等の発令は、次の区分により実施する。 

 

 発 令 基 準 

避難準備 

（※） 

○予想される災害発生の種類・場所・住民等の状況（特に災害時要援護

者及び避難所等の状況）、雨量情報、河川の水位及び土砂災害警戒情報

等を総合的に勘案し、事前に避難の準備をすることが適当であると認

めるとき 

 

避難勧告 

（※） 

○次の警報が発表され又は事象が発生し、居住者等の生命又は身体に危険が及ぶお
それがあると認められるとき 

・大雨、洪水、暴風、高潮等警報 

・河川の洪水警報 

・地下空間の浸水又は高潮による浸水 

・有毒物の流出又は危険物の爆発 

・大規模延焼火災 

・土砂災害（がけ崩れ、土石流、地滑り） 

・その他自然災害又は大規模な事故災害等 

避難指示 

（※） 

○避難勧告の発令時点より、災害の状況が著しく悪化し、緊急に避難を要すると
認められるとき 

○その他、危険が著しく切迫し、緊急に避難を要すると認められるとき 

 

 
※準備：避難勧告・指示に基づく避難の実施行動を迅速かつ的確に実施するため、防災関係機

関による避難場所・誘導路及び誘導要領の確認・調整、避難所の開設、避難者の収容準
備並びに居住者等の物心両面にわたる準備を整える行為である。 

※勧告：避難対象者に対し、避難を拘束するものではないが、避難対象者がその勧告を尊重す
ることを期待して、避難のための立退きを勧め、又は促す行為である。 

※指示：被害の危険が目前に切迫している場合等に発するものであり、勧告よりも拘束力が強
く、避難対象者を避難のため立ち退かせる行為である。 

※河川氾濫による避難勧告等の具体的基準については、別途定める。 
（資料編 6-1「水害発生時の避難勧告基準等」参照） 

 
 
 
 
 

 

(2) 実施責任者 

避難勧告等の発令は、都市整備部、消防部及び区本部等からの要請に基づき、原則として市 

災害対策本部長である市長が実施する。ただし、地方自治法又は災害対策基本法等に基づき、 

補助機関又はその他の機関が市長の権限を代行することができる。 

 

 

（つづき） 

2. 避難勧告等の実施 〔都市整備部、消防部、区本部〕 

(1) 避難勧告等の区分及び発令基準 

避難勧告等の発令は、次の区分により実施する。 

 

 発 令 基 準 

避難準備情報 

（※） 

○予想される災害発生の種類・場所・住民等の状況、雨量情報、河川の

水位及び土砂災害警戒情報等を総合的に勘案し、災害時要援護者等の

避難に時間を要する者には自主的な避難の開始を、それ以外の者には

避難の準備を促す必要があると認めるとき 

 

避難勧告 

（※） 

○次の警報が発表され又は事象が発生し、居住者等の生命又は身体に危険が及ぶお
それがあると認めるとき 

・大雨、洪水、暴風、高潮等警報 

・河川の洪水警報 

・地下空間の浸水又は高潮による浸水 

・有毒物の流出又は危険物の爆発 

・大規模延焼火災 

・土砂災害（がけ崩れ、土石流、地滑り） 

・その他自然災害又は大規模な事故災害等 

避難指示 

（※） 

○避難勧告の発令時点より、災害の状況が著しく悪化し、緊急に避難を要すると
認めるとき 

○その他、危険が著しく切迫し、緊急に避難を要すると認めるとき 

 

 
※避難準備情報：避難勧告又は指示に基づく避難の実施行動を迅速かつ的確に実施するため、

防災関係機関による避難場所・誘導路及び誘導要領の確認・調整、避難所の
開設、避難者の収容準備並びに居住者等の物心両面にわたる準備を整え、避
難行動に時間を要する者については、避難行動を開始すべき段階にあること
を知らせる情報をいう。 

※避 難 勧 告：避難対象者に対し、避難を拘束するものではないが、避難対象者がその勧告
を尊重することを期待して、避難のための立退き又は屋内での待避等の安全
確保措置を勧め、又は促す行為である。 

※避 難 指 示：被害の危険が目前に切迫している場合等に発するものであり、勧告よりも拘
束力が強く、避難対象者を避難のため立ち退かせる行為又は屋内での待避等
の安全確保措置をとらせる行為である。 

※具体的基準については、別途定める。 
（資料編 6-1「水害発生時の避難勧告基準等」参照） 

 
 

(2) 実施責任者 

避難勧告等の発令は、都市整備部、消防部及び区本部等からの情報に基づき、原則として市 

災害対策本部長である市長が実施する。ただし、避難勧告又は指示については、地方自治法又 

は災害対策基本法等に基づき、補助機関又はその他の機関が市長の権限を代行することができ 

る。 

 

改正災対法反映 

内容適正化 

※位置づけ整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容適正化 

※文言修正 
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旧頁 節 中間案 修正案 備考 

 

（46） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（47） 

 

 

 

 

 

 

1 部 

2 章 

 公助 

4 節 

 避難計画 

（つづき） 

ア 補助機関による代行（地方自治法第 153 条第 1項） 

① 副市長及び危機管理監等は、災害による危険がより切迫し、市長の判断を得るいとまの 

ないとき、又は市長が不在のときは、市長の職務代理者として権限を代行する。（代行は、 

仙台市災害対策本部組織図に定める順による。） 

② 消防署長は、管轄区域内において、災害が拡大し又は、拡大のおそれがあるときで、緊 

急に地域住民を避難させる必要があると認めた場合、避難勧告等を発令することができる。 

③ 区長は、応急対策活動中において、地域住民の生命、身体に危険が急迫し、市長又は代 

行者が行う避難勧告等を待ついとまがない場合、避難勧告等を発令することができる。 

 

 

 

（略） 

 

(3) 避難勧告等の伝達 

市長が避難勧告等を行ったとき、又は知事、警察官、海上保安官若しくは自衛官が避難勧告 

等を行った通知を受けたときは、効果的かつ確実な伝達手段を複合的に活用し、避難対象区域 

内の居住者等へ避難勧告等の内容を迅速かつ的確に伝達して周知を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（つづき） 

ア 補助機関による代行（地方自治法第 153 条第 1項） 

① 副市長及び危機管理監等は、災害による危険がより切迫し、市長の判断を得るいとまの 

ないとき、又は市長が不在のときは、市長の職務代理者として権限を代行する。（代行は、 

仙台市災害対策本部組織図に定める順による。） 

② 消防署長は、管轄区域内において、災害が拡大し又は、拡大のおそれがあるときで、緊 

急に地域住民を避難させる必要があると認めた場合、避難勧告又は指示を発令することが 

できる。 

③ 区長は、応急対策活動中において、地域住民の生命、身体に危険が急迫し、市長又は代 

行者による避難勧告又は指示の発令を待ついとまがない場合、避難勧告又は指示を発令す 

ることができる。 

 

（略） 

 

(3) 避難勧告等の伝達 

市長が避難勧告等を発令したとき、又は知事、警察官、海上保安官若しくは自衛官が避難勧 

告等を発令した通知を受けたときは、効果的かつ確実な伝達手段を複合的に活用し、避難対象 

区域内の居住者等へ避難勧告等の内容を迅速かつ的確に伝達して周知を図る。 

 

ア 避難準備情報発令時の伝達手段 

① 報道機関との連携 

テレビのデータ放送などにより避難準備情報を幅広く市民に伝達するため、公共情報コ 

モンズを通じ各報道機関等に情報提供するとともに、必要に応じ、「災害時における放送 

要請に関する協定」に基づき、報道機関に対し、ラジオ、テレビ等による避難対象区域、 

発令日時等及び避難先等の放送要請を行う。 

（資料 7-1「災害時における応援協力に関する協定等一覧」参照） 

 

② 自主防災組織との連携 

区本部は、町内会等で構成される自主防災組織の会長等に電話連絡を行い、可能な範囲 

内で対象区域内の居住者への伝達に努めるよう協力を要請する。 

 

③ 消防車両（消防部）及び広報車（区本部等）による巡回 

より確実な伝達に資するため、努めて消防車両及び区役所の広報車両による関係地区へ 

の巡回を行う。 

 

④ 杜の都防災 Web、杜の都防災メール等及び市ホームページ 

災対本部事務局は、「杜の都防災 Web」「杜の都防災メール」により避難準備情報発令 

の情報配信を行うとともに、市ホームページにより情報提供を行う。 

また、必要により緊急速報メールを活用する。 

 

 

内容適正化 

※文言修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容適正化 

※準備情報発令時の

伝達体制追加 
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旧頁 節 中間案 修正案 備考 

 

（47） 

1 部 

2 章 

 公助 

4 節 

 避難計画 

（つづき） 

ア 伝達の手段 

① 報道機関との連携 

市長は「災害時における放送要請に関する協定」（資料 7-1「災害時における応援協力 

に関する協定等一覧」参照）に基づき、報道機関に対し、ラジオ・テレビ等による避難対 

象区域、発令日時等及び避難先等の放送の要請を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

② ヘリコプター、消防車両（消防部）及び広報車（区本部等）による巡回広報 

消防車両、及び区役所・警察署の広報車両による関係地区の巡回・放送による伝達を行 

うほか、災害が大規模で広範囲な場合又は道路の遮断等陸上交通が困難な場合は、必要に 

応じヘリコプター又は船艇の活用による放送を行う。 

 

③ 個別巡回等 

 

（略） 

 

④ 杜の都防災 Web、杜の都防災メール及び市ホームページ 

消防部は、「杜の都防災 Web」「杜の都防災メール」により避難勧告等の情報配信を行 

う。また、総務企画部は市ホームページにより避難勧告等の情報提供を行う。 

 

⑤ 緊急速報メール 

消防部は、電気通信事業者が提供する「緊急速報メール」により、避難勧告等の情報配 

信を行う。 

 

（略） 

 

(4) 避難勧告等の解除 

市長は、避難の必要がなくなったときは、避難している居住者等に対し、直ちにその旨を公 

示する。 

 

 

 

（つづき） 

イ 避難勧告又は指示発令時の伝達手段 

① 報道機関との連携 

テレビのデータ放送などにより避難勧告又は指示を幅広く市民に伝達するため、公共情 

    報コモンズを通じ各報道機関等に情報提供するとともに、必要に応じ、「災害時における 

放送要請に関する協定」に基づき、報道機関に対し、ラジオ・テレビ等による避難対象区 

域、発令日時等及び避難先等の放送の要請を行う。 

（資料 7-1「災害時における応援協力に関する協定等一覧」参照） 

 

② 自主防災組織との連携 

区本部は、町内会等で構成される自主防災組織の会長等に電話連絡を行い、可能な範囲 

内で対象区域内の居住者への伝達に努めるよう協力を要請する。 

 

③ ヘリコプター、消防車両（消防部）及び広報車（区本部等）による巡回広報 

消防車両、及び区役所・警察署の広報車両による関係地区の巡回による伝達を行うほか、 

災害が大規模で広範囲な場合又は道路の遮断等陸上交通が困難な場合は、必要に応じヘリ 

コプター又は船艇の活用による伝達を行う。 

 

④ 個別巡回等 

 

（略） 

 

⑤ 杜の都防災 Web、杜の都防災メール及び市ホームページ 

災対本部事務局は、「杜の都防災 Web」「杜の都防災メール」により避難勧告又は指示 

の情報配信を行うとともに、市ホームページにより情報提供を行う。 

 

⑥ 緊急速報メール 

災対本部事務局は、電気通信事業者が提供する「緊急速報メール」により、避難勧告又 

は指示の情報配信を行う。 

 

（略） 

 

(4) 避難勧告等の解除 

市長は、災害による危険が去ったと認めるときは、避難勧告等を解除する。解除の伝達は、 

「（3）避難勧告等の伝達」を準用する。 

また、避難勧告又は指示を解除したときは、避難している居住者等に対し、直ちにその旨を 

公示する。 

 

 

 

 

内容適正化 

※勧告・指示時の伝達

体制を整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容適正化 

※文言修正 
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旧頁 節 中間案 修正案 備考 

 

（48） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（49） 

1 部 

2 章 

 公助 

4 節 

 避難計画 

（つづき） 

(5) 報告・通知 

ア 知事への報告 

市長は、避難勧告等を行ったとき、又は警察官等から避難勧告等を行った旨の通知を受け 

たとき若しくは解除したときは、直ちに宮城県知事に報告する。 

イ 代行者の報告 

避難勧告等又は警戒区域設定等を行った代行者は、その旨を速やかに市長に報告する。 

ウ 関係機関への通知 

市長は、避難勧告等を発令又は解除したときは、関係する防災関係機関に対し、その旨を 

直ちに通知する。 

 

3. 警戒区域の設定 〔都市整備部、消防部〕 

 

（略） 

 

(5) 報告・通知 

ア 知事への報告 

市長は、警戒区域の設定等を行ったとき、又は警察官等から警戒区域の設定等を行った旨 

の通知を受けたとき若しくは解除したときは、直ちに宮城県知事に報告する。 

 

 

イ 関係機関への通知 

市長は、警戒区域の設定等を発令又は解除したときは、関係する防災関係機関に対し、そ 

の旨を通知する。 

 

4. 避難の誘導 〔消防部、区本部、宮城県警察本部〕 

(1) 避難誘導の基本 

 

（略） 

 

イ 誘導に当たっては、当該施設への火災、浸水、がけ崩れ等による二次災害の危険の有無を 

確認する。 

 

（略） 

 

(2) 区本部の措置 

ア 避難所及び避難経路の選定 

避難勧告等を発令する場合は、区本部は地域の被害状況及び災害時要援護者の居住状況等 

を把握し、指定避難所等の内から最も適切な避難所を選定する。 

 

（つづき） 

(5) 報告・通知 

ア 知事への報告 

市長は、避難勧告等を発令したとき、警察官等から避難勧告等を発令した旨の通知を受け 

たとき又は解除したときは、直ちに宮城県知事に報告する。 

イ 代行者の報告 

避難勧告等を発令した代行者は、その旨を速やかに市長に報告する。 

ウ 関係機関への通知 

市長は、避難勧告等を発令又は解除したときは、関係する防災関係機関に対し、その旨を 

直ちに通知する。 

 

3. 警戒区域の設定 〔都市整備部、消防部〕 

 

（略） 

 

(5) 報告・通知 

ア 知事への報告 

市長は、警戒区域の設定を行ったとき、警察官等から警戒区域の設定を行った旨の通知を 

受けたとき又は解除したときは、直ちに宮城県知事に報告する。 

イ 代行者の報告 

警戒区域の設定を行った代行者は、その旨を速やかに市長に報告する。 

ウ 関係機関への通知 

市長は、警戒区域の設定を行ったとき又は解除したときは、関係する防災関係機関に対し、 

その旨を通知する。 

 

4. 避難の誘導 〔消防部、区本部、宮城県警察本部〕 

(1) 避難誘導の基本 

 

（略） 

 

イ 誘導に当たっては、当該避難所への火災、浸水、がけ崩れ等による二次災害の危険の有無 

を確認する。 

 

（略） 

 

(2) 区本部の措置 

ア 避難所及び避難経路の選定 

区本部は、避難勧告等が発令される場合は、地域の被害状況及び災害時要援護者の居住状 

況等を把握し、指定避難所等の内から最も適切な避難所を選定するとともに、施設管理者へ 

の連絡により開設体制を整える。 

 

 

内容適正化 

※文言修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容適正化 

※項目追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容適正化 

※文言修正 
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旧頁 節 中間案 修正案 備考 

52 1 部 

2 章 

 公助 

5 節 

 風水害対策 

第 5 節 風水害対策 

〔各部、区本部〕 

1. 組織・動員 

風水害に対しては、災害の程度に応じ、次の体制をもって対処するものとする。 

 

<動員基準と配備体制等> 

組 織 ・ 動 員 基 準 組織体制 配備動員体制 対 象 部 局 

気象等に係る注意報、警

報等が発表され、市内で

災害発生のおそれがある

とき 

情報連絡体 

制 の 強 化 

警戒対象部局

の職員を動員

する体制 

〔警戒対象部局〕 

○ 大雨、洪水等の場合 

総務企画局(危機管理室、 

広報課、庶務課) 

復興事業局 

健康福祉局、子供未来局 

経済局、都市整備局 

建設局、消防局 

教育局、水道局、ガス局 

交通局、各区 

 

○ 暴風等の場合 

総務企画局（危機管理室、

広報課、庶務課） 

復興事業局 

健康福祉局、子供未来局 

経済局、建設局 

消防局、各区 

大雨、洪水、暴風等によ

り市内に災害が発生し、

災害の警戒及び応急対策

を組織的に実施する必要

があるとき 

 

災 害 警 戒 

本 部 体 制 
警 戒 配 備 

１ 市内に気象特別警報

（暴風特別警報、暴風雪

特別警報、大雨特別警報

及び大雪特別警報）、高潮

特別警報又は波浪特別警

報が発表されたとき 

 

２ 大雨、洪水、暴風等

により市内に災害が発生

し、かつ、拡大するおそ

れがあるとき 

災 害 対 策 

本 部 体 制 
非 常 配 備 全局・区 

※ 配備動員の対象部局については、災害の状況により、他部局を追加し、又はこれを減じて指 

示することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

（削除） 

 

パブコメ反映 

※節全体を削除（以降

の節は全て繰り上

げ） 

※他節と重複してい

る項目削除 

※他節の内容を補完

する項目は、該当節

に移動 
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旧頁 節 中間案 修正案 備考 

 

（53） 

1 部 

2 章 

 公助 

5 節 

 風水害対策 

（つづき） 

2. 災害情報の収集伝達 

風水害に係る情報の種類及び入手・伝達方法は次のとおりであり、第 8節「災害情報の収集伝 

達計画」（P.●）に定めるところにより、迅速な収集伝達に努めるものとする。 

 

(1) 気象等に係る警報・注意報及び気象情報（P.●参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 指定河川洪水予報（P.●参照） 

指定河川洪水予報は、気象業務法及び水防法に基づき、仙台管区気象台と東北地方整備局仙 

台河川国道事務所又は宮城県が共同して発表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 水防警報（P.●参照） 

水防警報は、水防法に基づき、国土交通大臣又は県知事が指定した河川について発表するも 

のであり、第 1段階（準備）、第 2段階（出動）、第 3段階（解除）の区分で発表される。 

 

（つづき） 

（削除） 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

（新第 7節 災害情報の収集伝達計画へ移動） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新第 7節 災害情報の収集伝達計画へ移動） 

 

 

パブコメ反映 

※他節と重複してい

る項目削除 

※他節の内容を補完

する項目は、該当節

に移動 

 

 

（衛星回線端末） 

関係局・区 

消防局防災企画課・減災推進課 

民間気象情報会社 

（防災無線 FAX） 
（防災情報提供装置） 

※警報のみ 

消防局指令課 

仙台管区気象台 N T T 東 日 本 宮城県危機対策課 

宮城県総合防災情報システム 
「MIDORI」 

（防災無線 FAX） 

（FAX） 

（共同発表） 

仙台管区気象台・東北地方整備局 

仙台河川国道事務所又は宮城県 

関係局・区 

消防局指令課 

宮城県危機対策課 

（防災情報提供装置） 

宮城県総合防災情報システム 
「MIDORI」 

消防局防災企画課・減災推進課 
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旧頁 節 中間案 修正案 備考 

 

（54） 

1 部 

2 章 

 公助 

5 節 

 風水害対策 

（つづき） 

<水防警報の発表方法> 

河川名 
対象量水
標名及び
警戒水位 

警報の段階と基準 入手・伝達 
国土交通大臣所管 
河川の場合の例 

第１段階 
（準 備） 

第２段階 
（出 動） 

第３段階 
（解 除） 

名取川 
国土交通大臣

所管 
（両岸：名取川頭首

工～河口） 

名取橋 
6.50m 

水防団待機水位
（指定水位） 
(5.50m) に 達し 、
なお上昇のおそ
れがあるとき 

はん濫注意水位 
（警戒水位） 
(6.50m) に 達 し 、
なお上昇のおそ
れがあるとき 

はん濫注意水位 
（警戒水位） 
を 下 が り 水 防 作
業の必要がなくな
ったとき 

 

閖上第二 
2.00m 

水防団待機水位 
（指定水位） 
(1.50m)に達し、
なお上昇のおそ
れがあるとき 

はん濫注意水位 
（警戒水位） 
(2.00m)に達し、な
お上昇のおそれが
あるとき 

はん濫注意水位 
（警戒水位） 
を下がり水防作業
の必要がなくなっ
たとき 

  広瀬川 

広瀬橋 
1.30m 

水防団待機水位 
（指定水位） 
(0.50m)に達し、
なお上昇のおそ
れがあるとき 

はん濫注意水位 
（警戒水位） 
(1.30m) に 達 し 、
なお上昇のおそ
れがあるとき 

はん濫注意水位 
（警戒水位） 
を 下 が り 水 防 作
業の必要がなくな
ったとき 

 国土交通大
臣所管（両岸：

広瀬橋～名取川合
流点） 

県知事 
所 管 

（両岸：愛宕橋

～広瀬橋） 

広瀬橋 
1.30m 

雨量を考慮し、広
瀬川量水標が水
防 団 待 機 水 位
（ 指 定 水 位 ）
(0.50m)に達し、さ
らに増水し危険
が予想されるとき
（国土交通大臣
直轄河川と同時） 

雨量を考慮し、広
瀬川量水標がは
ん 濫 注 意 水 位
（ 警 戒 水 位 ）
(1.30m)に達し、さ
らに増水し危険が
予想されるとき（国
土交通大臣直轄
河川と同時） 

はん濫注意水位
（警戒水位）を下
がり水 防 作業 の
必要がなくなった
とき 

七北田川 
県知事所管 

（両岸：赤生津大橋

～海） 

市名坂 
3.35m 

雨量を考慮し、市
名坂量水標が水
防 団 待 機 水 位
（ 指 定 水 位 ）
(2.85m)に達し、さ
らに増水し危険
が予想されるとき 

雨量を考慮し、市
名坂量水標がは
ん 濫 注 意 水 位
（ 警 戒 水 位 ）
(3.35m)に達し、さ
らに増水し危険が
予想されるとき 

はん濫注意水位
（警戒水位）を下が
り水防作業の必要
がなくなったとき 

梅田川 
県知事所管 

（両岸：大田見橋～

七北田川合流点ま

で） 

苦竹 
2.50m 

雨量を考慮し、苦
竹量水標が水防
団待機水位（指
定水位） (2.10m)
に達し、さらに増
水し危険が予想
されるとき 

雨量を考慮し、苦
竹量水標がはん
濫注 意水位（指
定水位）(2.50m)に
達し、さらに増水し
危険が予想される
とき 

はん濫注意水位
（警戒水位）を下
がり水防作業の必
要がなくなったと
き 

 

 

(4) 特別警戒水位情報 

特別警戒水位を超えた場合は、水防法に基づき県知事が発表するものであり、消防局、消防 

団、報道機関等を通じて市民へ周知する。危険水位を超えるおそれがあると判断された場合は、 

市長は堤防からの距離に応じた区分ごとに避難情報を発令する。 

なお、避難情報の発令の区分や基準等は仙台市水防計画に定めるところによる。 

 

 

 

（つづき） 

（新第 7節 災害情報の収集伝達計画へ移動） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新第 7節 災害情報の収集伝達計画へ移動） 

 

 

パブコメ反映 

※他節と重複してい

る項目削除 

※他節の内容を補完

する項目は、該当節

に移動 

 

 

 

東北地方整備局
仙台河川国道事
務所 

宮城県河川課 

宮城県仙台土木事

務所 

消防局指令課 

消防局防災企画課 

・減災推進課 

関係各局・区 

(FAX) 

(FAX) 

(FAX) 

(FAX) 

(FAX) 
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旧頁 節 中間案 修正案 備考 

 

（55） 

1 部 

2 章 

 公助 

5 節 

 風水害対策 

（つづき） 

(5) ダム放流情報 

ダム放流情報は、洪水調節のため放流を行うダム管理者から通報される。 

 

ダ ム 管 理 者 通 報 内 容 
東北地方整備局釜房ダム管理所 ・ダムの防災体制    ・ダムへの流入水量 

・ダムの放流水量    ・ダム貯水位 宮城県仙台地方ダム総合事務所 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 各種システム等情報 

<各種システムを通じて得られる情報> 

種     類 内          容 

仙台市防災気象情報システム 

（民 間 気 象 情 報） 

 

 

〔庁内ＬＡＮ端末〕 

・庁内ＬＡＮ端末設置各課公所 

 

○ 市内日雨量状況図 

市内 15ヶ所（※1）の雨量観測所の時雨量及び日雨量を地図

上で表示 

○ 雨量総括表 

  市内 15ヶ所（※1）の雨量観測所の時雨量及び日雨量を表で

表示 

○ 気象台観測雨量総括表 

  市内 3 ヶ所（※2）の雨量観測所で気象台が観測した時雨量

及び日雨量を表で表示 
 

※1 青葉消防署、荒巻出張所、宮城野消防署、 

高砂分署、鶴谷出張所、若林消防署、 

河原町分署、太白消防署、中田出張所、 

長町出張所、秋保出張所、泉消防署、 

根白石出張所、宮城消防署、熊ヶ根出張所 

※2 仙台、泉ヶ岳、新川 

 

○ アメダス情報 

○ レーダーアメダス合成図 

○ 台風情報 

○ ひまわり衛星画像 

○ 気象等注意報・警報 

○ 実況天気図 

○ 予想天気図 

○ 短期・週間予報 

○ 気象レーダー情報 

○ 局地予報（天気、降水量、気温、風向風速等） 

○ 落雷情報 
 

（つづき） 

（新第 7節 災害情報の収集伝達計画へ移動） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新第 7節 災害情報の収集伝達計画へ移動） 

 

 

パブコメ反映 

※他節と重複してい

る項目削除 

※他節の内容を補完

する項目は、該当節

に移動 

 

 

 

東北地方整備局釜房ダム管理所 

関係局・区 

消防局防災企画課・減災推進課 

消防局指令課 

宮城県仙台地方ダム総合事務所 

（FAX） （FAX） 

（FAX） 
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旧頁 節 中間案 修正案 備考 

 

（56） 

1 部 

2 章 

 公助 

5 節 

 風水害対策 

（つづき） 

宮城県総合防災情報システム 

（ＭＩＤＯＲＩ情報） 

 

 

〔システム管理課〕 

・宮城県総務部危機対策課 

 

〔端末設置部署等〕 

・災害情報センター 

（青葉区役所 4階） 

 

○ 防災気象情報（気象特別警報・警報・注意報・防災情報） 

○ 指定河川洪水予報発表文 

○ 土砂災害警戒情報 

○ 気象観測情報 

・アメダス降水量 

 ・アメダス時間降水量 

 ・気温、日照、風速等 

○ 河川観測情報（宮城県河川流域情報システム（ＭＩＲＡＩ）

とリンク） 

 ・雨量情報 

  県内 190 ヵ所（うち仙台市域 23ヵ所）の雨量を観測 

 ・水位情報 

  県内155ヵ所（うち仙台市域で名取川3ヵ所、広瀬川5ヵ所、

七北田川5ヵ所、梅田川2ヵ所、高野川1ヵ所、大倉川1ヵ所）

の水位を観測 

宮城県土砂災害警戒情報システム 

○ 大雨警報、注意報及び土砂災害警戒情報 

○ 降雨の状況、土砂災害危険度の分布 

※県内 5km 四方格子（5km メッシュ）区分、現状、1・2・3

時間後予測 

 

 

市町村向け『川の防災情報』 

 

 

〔システム管理機関〕 

・国土交通省河川局 

 

〔情報閲覧可能機関〕 

・消防局 
（減災推進課、指令課、 
若林消防署、太白消防署） 

・建設局 
（総務課、下水道調整課、 

河川課） 

○ 台風情報 

○ レーダー雨量情報 

○ テレメータ雨量情報 

○ テレメータ水位情報 

○ ダム関係情報 

○ 水質情報 

○ 海岸情報 

○ 警報等関連情報 

 

(7) 避難情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

パブコメ反映 

※他節と重複してい

る項目削除 

※他節の内容を補完

する項目は、該当節

に移動 

 

 

気象に係る洪水警報・注意報 指定河川水位情報 水防警報 

消防局防災企画課・減災推進課 

避難情報（準備・避難・指示） 

関係局・区 
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旧頁 節 中間案 修正案 備考 

 

（57） 

1 部 

2 章 

 公助 

5 節 

 風水害対策 

（つづき） 

3. 地下街等、要配慮者利用施設への情報伝達 

(1) 地下街等、要配慮者利用施設の定義 

水防法第 15条第 1項第 3号に定める施設とは、次に定める施設とする。 

（資料 6-3「水防法第 15条第 1項第 3号の施設（地下街等、要配慮者利用施設）の一覧」参照） 

 

ア 地下街等 

建築物の地階部分の用途が、消防法施行令第 1条の 2第 3項に規定される施設。ただし、 

別表第 1⑸ロ、⑹ロ、ハ、⑺、⑿、⒀、⒁、⒂、⒄、⒅、⒆、⒇に掲げる用途に供される施 

設を除く。 

 

イ 要配慮者利用施設（主として高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する 

者が利用する施設で当該施設の利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると

認められるもの） 

次の用途に供される施設及びこれらと同類と認められる施設 

 

① 病院、診療所又は助産所（入院病床を有するものに限る。） 

 

② 老人福祉施設（老人介護支援センターを除く）、介護老人保健施設、認知症高齢者グルー 

プホーム、有料老人ホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、救護施設、更生施設、児童福

祉施設（母子生活支援施設を除く。） 

 

③ 幼稚園、特別支援学校 

 

(2) 洪水予報等の伝達方法 

水防法第 15条第 2項に定める「洪水予報等の伝達方法」は、次のとおりとする。 

 

ア 伝達情報 

国土交通省・県からの洪水予報等（洪水注意報、警報）及び避難情報（準備、勧告、指示） 

 

イ 伝達系統 

 
 

 

 

 

（つづき） 

（新第 7節 災害情報の収集伝達計画へ移動） 

 

 

パブコメ反映 

※他節と重複してい

る項目削除 

※他節の内容を補完

する項目は、該当節

に移動 

 

 

消防局防災企画課・減災推進課 

対象施設 

国土交通省・県から洪水予報等

（洪水注意報、警報） 

対策本部及び現場指揮官からの避

難情報（準備、勧告、指示） 

関係部局 
確認 
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旧頁 節 中間案 修正案 備考 

 

（58） 

1 部 

2 章 

 公助 

5 節 

 風水害対策 

（つづき） 

4. 応急活動計画 

風水害に係る発災から災害が収束するまでの、応急対策フローと主な応急活動計画は、次のと 

おりとする。 

<応急対策フロー> 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔主な応急活動〕 

(1) 大雨、洪水警報等の発表 

ア 危機管理監は、警戒対象部局に対し、必要な組織体制及び職員の配備動員を指示する。 

イ 危機管理監は、必要に応じ、警戒本部を設置する。 

ウ 市長は、必要に応じ、災対本部を設置する。 

 

(2) 組織・動員 

ア 情報連絡体制の強化 

気象等に係る注意報、警報等が発表され、市内で災害発生のおそれがあるとき 

 

① 警戒対象部局の主管課は、関係職員の連絡体制を確保し、状況に応じて自ら災害情報等 

の収集に努める体制を確保する。 

② 災害の状況により、速やかに上位の組織体制に移行できるよう備える。 

 

（つづき） 

（削除） 

 

パブコメ反映 

※他節と重複してい

る項目削除 

※他節の内容を補完

する項目は、該当節

に移動 

 

 

⑵ 組 織 ・ 動 員  

ア 情報連絡体制の強化 

イ 災害警戒本部体制の措置 

ウ 災害対策本部体制の措置 

⑶ 情 報 の 収 集 伝 達  

ア 気象情報の収集伝達 

イ 被害概況の把握 

ウ 被害状況の把握 

⑷ 災 害 広 報 （ 初 動 期 ）  

⑸ 避 難 

⑺ 物 資 の 供 給  

⑻ 医 療 救 護  

⑴ 大雨、洪水警報等の発表 

⑼ 道 路 交 通 の 安 全 確 保  

⑾ 防 疫 

⑿ 災 害 等 廃 棄 物 の 収 集  

⒀ ライフライン施設の応急復旧 

⒁ 災 害 広 報 ・ 広 聴  

ア 広報（鎮静期） 

イ 広聴 

⒂ 生 活 支 援  

⑽ 行 方 不 明 者 の 捜 索  

⑹ 応 援 要 請  
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旧頁 節 中間案 修正案 備考 

 

（59） 

1 部 

2 章 

 公助 

5 節 

 風水害対策 

（つづき） 

イ 災害警戒本部体制の措置 

大雨、洪水、暴風等により市内に災害が発生し、災害の警戒及び応急対策を組織的

に実施する必要があるとき 

 

① 警戒対象部局は、あらかじめ定める防災実施計画に従い、速やかに警戒配備対象職員を 

動員し、警戒パトロール、被害情報の収集等の警戒活動を行う。 

② 消防局防災企画課・減災推進課・指令課及び総務企画局危機管理室・庶務課は、速やか 

に警戒本部（青葉区役所 4階災害情報センター）を開設する。 

③ 区役所区民生活課は、速やかに区警戒本部を開設する。 

④ 警戒対象部局の長は、情報連絡員を速やかに警戒本部に派遣する。 

⑤ 警戒本部長は、必要に応じ、警戒対象部局の関係課長等を招集し、防災連絡会議を開催 

する。 

⑥ 災害の状況により、速やかに上位の組織体制に移行できるよう備える。 

 

 

ウ 災害対策本部体制の措置 

１ 市内に気象特別警報（暴風特別警報、暴風雪特別警報、大雨特別警報及び大雪特別警

報）、高潮特別警報又は波浪特別警報が発表されたとき 

２ 大雨、洪水、暴風等により市内に災害が発生し、かつ、拡大するおそれがあるとき 

 

① 全ての局・区は、あらかじめ定める防災実施計画に従い、速やかに非常配備（1号～3 

号）対象職員を動員し、各種災害応急対策を実施する。 

② 消防局防災企画課・減災推進課・指令課及び総務企画局危機管理室・広報課・庶務課は、 

速やかに災対本部事務局（青葉区役所 4階災害情報センター）を開設する。 

③ 区役所区民生活課は、速やかに区本部を開設する。 

④ 各局は、速やかに部体制を整える。 

⑤ 各部長及び各区本部長は、災対本部事務局に情報連絡員を派遣する。 

⑥ 災対本部長は、適宜本部員会議を開催し、災害対策の重要事項について協議、決定する。 

⑦ 区本部長は、適宜区本部員会議を開催し、区の災害対策について協議、決定する。 

⑧ 主管本部員（危機管理監）は、必要に応じ災対本部長の命を受け、当該災害に関係ある 

本部員で構成する関係本部員会議を開催する。 

⑨ 災対本部長は、局部的な災害又は特定の地域における応急対策活動等を推進するため、 

本部の事務の一部を行う組織として現地本部を設置することができる。 

 

※ 以下本節において、「部」「区本部」の表記については、災害警戒本部体制下の場合は「局」 

「区役所」と読み替えるものとする。 

 

（つづき） 

（削除） 

 

パブコメ反映 

※他節と重複してい

る項目削除 

※他節の内容を補完

する項目は、該当節

に移動 
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旧頁 節 中間案 修正案 備考 

 

（60） 

1 部 

2 章 

 公助 

5 節 

 風水害対策 

（つづき） 

(3) 情報の収集伝達 

ア 気象情報の収集伝達 

警戒本部は警戒対象部局へ、災対本部事務局は各部及び各区本部へ、各種システム等で入 

手した気象情報を速やかに伝達する。 

イ 被害概況の把握 

① 各部及び各区本部は、庁舎等周辺の状況を確認するとともに、参集職員から収集した被 

害概況等を集約し、情報連絡員を通じて、警戒本部又は災対本部事務局に報告する。 

② 消防部は、高所監視カメラ等により被害概況の把握に努める。 

ウ 被害状況の把握 

① 各部及び各区本部は、第 8節「災害情報の収集伝達計画」(P.●)に定める情報収集担当 

に基づき、それぞれ所管する被害情報の収集に努め、情報連絡員を通じて、警戒本部又は 

災対本部事務局に報告する。 

② 警戒本部又は災対本部事務局は、入手した被害情報を集約し、定期的に宮城県に報告す 

る。 

③ 消防部は、広域応援を必要とするような大規模な風水害が発生した場合は、その状況を 

消防庁及び宮城県に報告する。 

 

(4) 災害広報（初動期） 

ア 警戒本部又は災対本部事務局は、安心情報も含め、被害状況、応急対策状況等の情報を仙 

台市ホームページ・電子メール等により速やかに市民へ周知するように努める。 

また、報道機関の協力を得て、ラジオ、テレビによる広域的な広報に努める。 

イ 関係各部及び各区本部は、広報体制を整え、広報車等による広報を行う。 

 

(5) 避 難 

ア 消防部及び各区本部は、住民の自主避難状況の把握に努める。 

    災対本部長、消防署長又は区本部長は、収集した被害情報及び住民の自主避難に関する情 

報等に基づき、必要が有ると認めるときは、第 4節「避難計画」(P.●)に定めるところによ 

り、速やかに避難の措置を行う。 

    避難に際しては、防災関係機関、町内会、自主防災組織等の協力を得て誘導を行う。 

イ 消防部は、避難の措置について、必要に応じ、関係局区、他の法令に基づき管理権限を有 

する関係機関等と協議する。 

ウ 各区本部は、第 13節「避難所運営計画」(P●)に定めるところにより、指定避難所等のう 

ちから適切な避難所を選定し、施設管理者への連絡により開設体制を整えるとともに、避難 

所担当職員の派遣について関係各部へ連絡する。 

 

（つづき） 

（削除） 

 

パブコメ反映 

※他節と重複してい

る項目削除 

※他節の内容を補完

する項目は、該当節

に移動 
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旧頁 節 中間案 修正案 備考 

 

（61） 

1 部 

2 章 

 公助 

5 節 

 風水害対策 

（つづき） 

エ 関係各部は、担当する指定避難所等へ避難所担当職員を派遣し、避難所担当職員は、施設 

の被害、避難状況等について区本部へ報告する。 

オ 区本部は、施設の被害及び避難状況を避難所ごとに把握し、警戒本部又は災対本部事務局 

に報告する。 

 

(6) 応援要請 

警戒本部又は災対本部は、災害の状況に応じ、時期を失することなく、他の地方公共団体に 

対し、応援の要請を行うとともに、宮城県を通じ自衛隊の災害派遣を要請する。 

 

(7) 物資の供給 

ア 各区本部は、食糧、飲料水等備蓄物資を避難者等に給与する。 

イ 各区本部は、今後の給食見込数や毛布等物資の必要見込数を把握し、警戒本部又は災対本 

部事務局に報告する。 

ウ 警戒本部又は災対本部事務局は、経済部に対し、必要な物資の調達を指示する。 

エ 経済部は、応援協力協定を締結している業界団体等から必要物資を調達し、避難所への搬 

送を手配する。 

オ 水道部は、水道施設の被災により断水地域が発生した場合、応急給水体制を整え、運搬給 

水や拠点給水を行う。 

（資料●「拠点給水及び運搬給水場所」参照） 

 

(8) 医療救護 

ア 健康福祉部は、災害時医療連絡調整本部等を通じて、医療情報の収集及び連絡調整に努め 

るとともに、必要に応じ、医療救護班の派遣、後方医療機関の確保を図る。 

イ 区本部は、必要に応じ、応急救護所及び避難所内救護所を設置し、医療救護活動を行う。 

 

(9) 道路交通の安全確保 

建設部及び区本部は、道路、橋梁の被害（浸水・陥没等）状況の把握に努めるとともに、道 

路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要がある場合は、関係法令に基づき、状 

況に応じて速やかに通行の禁止又は制限の手続を行う。 

この場合においては、通行の禁止又は制限の対象、区間、期間及び理由を記した道路標識を 

設置するとともに、周辺道路網から適切な迂回路を確保する。 

 

(10) 行方不明者の捜索 

消防部は、消防団、警察、宮城海上保安部、自衛隊等関係機関の協力を得て、行方不明者の 

捜索を行う。 

 

(11) 防 疫 

各区本部は健康福祉部と協力し、災害が鎮静化した段階で、消毒が必要な地区を把握し、消 

毒薬の配付や消毒作業を行う。 

（つづき） 

（削除） 

 

パブコメ反映 

※他節と重複してい

る項目削除 

※他節の内容を補完

する項目は、該当節

に移動 
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旧頁 節 中間案 修正案 備考 

 

（62） 

1 部 

2 章 

 公助 

5 節 

 風水害対策 

（つづき） 

(12) 災害等廃棄物の収集 

ア 環境部は、災害等廃棄物（※）の処理計画を策定し、広報するとともに、円滑かつ効率的 

な収集、処理を行う。 

   ※災害により発生するがれき等及び災害時に排出される生活ごみ・事業ごみ・し尿などを指 

し、避難所から排出されるものなども含む。以下同じ。 

イ 環境部は、災害等廃棄物の処理方法等について広報し、廃棄物処理施設の受け入れ体制を 

整える。 

 

(13) ライフライン施設の応急復旧 

水道部、ガス部、建設部は、所管施設の被害状況を把握し、速やかに応急復旧措置を講じる。 

 

(14) 災害広報・広聴 

ア 広報（鎮静期） 

警戒本部又は災対本部事務局は、報道機関の協力を得て、ラジオ、テレビ、新聞等により、 

次のような内容について、広報を行う。 

① ライフラインの被害状況と復旧見込 

② 道路交通情報 

③ 医療情報 

④ 災害等廃棄物の処理方法 

⑤ 相談窓口の開設状況 

⑥ り災証明の発行 

⑦ 援護資金等の融資制度情報 

⑧ 各種減免措置情報等 

 

イ 広 聴 

① 市民部は、災害が鎮静化した段階で、市役所本庁舎に総合市政相談窓口を設置し、広聴 

相談にあたる。 

② 区本部は、災害が鎮静化した段階で、区役所庁舎に市政相談窓口を設置し、広聴相談に 

あたる。 

③ 市民部及び区本部は、必要に応じ、避難所等への巡回相談や法律問題等の専門相談を行う。 

（資料●「主な相談内容、関係機関及び担当部一覧」参照） 

 

(15) 生活支援 

関係各部局は、第 36節「民生安定のための緊急措置に関する計画」(P.●)に定めるところ 

により、災害障害見舞金の支給や災害援護資金の貸付、税の減免等各種援護措置を講じる。 

 

 

 

 

（つづき） 

（削除） 

 

パブコメ反映 

※他節と重複してい

る項目削除 

※他節の内容を補完

する項目は、該当節

に移動 
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旧頁 節 中間案 修正案 備考 

63 1 部 

2 章 

 公助 

6 節 

 地盤災害対

策 

第 6 節 地盤災害対策 

 

（略） 

 

4. 応急活動計画 

地盤災害に係る発災から災害が収束するまでの、応急対策フローと主な応急活動計画は、次の 

とおりとする。 

 

<応急対策フロー> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5 節 地盤災害対策 

 

（略） 

 

4. 応急活動計画 

地盤災害に係る発災から災害が収束するまでの、応急対策フローは、次のとおりとする。 

なお、主な応急活動計画は第 2章各節による。 

 

<応急対策フロー> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※ 対応の協議 

都市整備部及び消防部は、関係部、区本部及び関係機関と次のような事項について協議すると

ともに、必要に応じ仙台市宅地保全審議会の意見を聴取し、その対応を決定する。 

・地盤災害の影響範囲 

・住民避難の必要性及びその範囲 

・避難場所 

・交通規制 

・現地の警戒監視体制 

・その他必要な事項 

 

節繰り上げ 

新頁 53～ 

 

 

パブコメ反映 

※他節と重複してい

る項目削除し、本設

に残す項目を繰上

げ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 地 盤 災 害 の 情 報 

⑵ 組 織 ・ 動 員 
ア 情報連絡体制の強化 
イ 災害警戒本部体制の措置 
ウ 災害対策本部体制の措置 

⑶ 地盤災害が発生するおそれがある場合の措置 
ア 情報の収集伝達 
イ 対応の協議 
ウ 避難・誘導 
エ 道路交通の安全確保 

⑷ 地盤災害が発生した場合の措置 
 ア 被害状況の把握 
 イ 救助及び行方不明者の捜索 
 ウ 応援要請 
 エ 避難・誘導 
 オ 道路交通の安全確保 
 カ 医療救護 

⑸ 避難者への対応 
ア 避難所の開設 
イ 物資の供給 
ウ 生活支援 

県危機対策課、気象台 
からの防災気象情報 

⑴ 地 盤 災 害 の 情 報 

⑵ 組 織 ・ 動 員 
ア 情報連絡体制の強化 
イ 災害警戒本部体制の措置 
ウ 災害対策本部体制の措置 

⑶ 地盤災害が発生するおそれがある場合の措置 
ア 情報の収集伝達 
イ 対応の協議 ※ 
ウ 避難・誘導 
エ 道路交通の安全確保 

⑷ 地盤災害が発生した場合の措置 
 ア 被害状況の把握 
 イ 救助及び行方不明者の捜索 
 ウ 応援要請 
 エ 避難・誘導 
 オ 道路交通の安全確保 
 カ 医療救護 

⑸ 避難者への対応 
ア 避難所の開設 
イ 物資の供給 
ウ 生活支援 

県危機対策課、気象台 
からの防災気象情報 
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旧頁 節 中間案 修正案 備考 

 

（65） 

1 部 

2 章 

 公助 

6 節 

 地盤災害対

策 

（つづき） 

〔主な応急活動〕 

 

(1) 地盤災害の情報 

消防局は、前記１に基づき、関係局・区に対し、必要な組織体制及び職員の配備動員を指示・ 

伝達する。 

 

(2) 組織・動員 

ア 情報連絡体制の強化 

① 警戒対象部局の主管課及び関係区の区民生活課は、所要の職員を動員し、情報連絡体制 

を確保する。 

② 災害の状況により、速やかに上位の組織体制に移行できるよう備える。 

 

イ 災害警戒本部体制の措置 

① 警戒対象部局は、あらかじめ定める防災実施計画（配備計画）に従い、速やかに警戒配 

備対象職員を動員し、警戒パトロール、被害情報の収集等警戒活動を行う。 

② 消防局防災企画課・減災推進課・指令課及び総務企画局危機管理室・庶務課は、速やか 

に警戒本部（青葉区役所４階災害情報センター）を開設する。 

③ 関係区役所は、速やかに区警戒本部を開設する。 

④ 警戒対象部局の長は、警戒本部に情報連絡員を派遣する。 

⑤ 警戒本部長は、必要に応じ、警戒対象部局の関係課長を招集し、防災連絡会議を開催する。 

 

ウ 災害対策本部体制の措置 

① 非常配備（1号～3号）を指示された局・区は、あらかじめ定める防災実施計画に従い、 

速やかに非常配備対象職員を動員し、各種災害応急対策を実施する。 

② 消防局防災企画課・減災推進課・指令課及び総務企画局危機管理室・広報課・庶務課は、 

速やかに災対本部事務局（青葉区役所 4階災害情報センター）を開設する。 

③ 関係区役所は、速やかに区本部を開設する。 

④ 関係各局は、速やかに部体制を整える。 

⑤ 各部長及び各区本部長は、災対本部事務局に情報連絡員を派遣する。 

⑥ 災対本部長は、適宜本部員会議を開催し、災害対策の重要事項について協議、決定する。 

⑦ 区本部長は、適宜区本部員会議を開催し、区の災害対策について協議、決定する。 

⑧ 災対本部事務局長は、必要に応じ、災害対策本部の幹事若しくは防災関係機関の関係者 

を招集し、連絡調整会議を開催する。 

⑨ 現地本部を設置して対応する必要がある場合は、都市整備局長が現地本部長となり、都 

市整備部がその運営にあたる。 

 

 

（つづき） 

（削除） 

 

 

 

パブコメ反映 

※他節と重複してい

る項目削除 
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旧頁 節 中間案 修正案 備考 

 

（66） 

1 部 

2 章 

 公助 

6 節 

 地盤災害対

策 

（つづき） 

※ 以下本節において、「部」「区本部」の表記については、災害警戒本部体制下の場合は「局」 

「区役所」と読み替えるものとする。 

 

(3) 地盤災害が発生するおそれがある場合の措置 

ア 情報の収集伝達 

都市整備部及び消防部は、危険箇所の所有者、管理者等から必要な情報の収集に努める。 

イ 対応の協議 

都市整備部及び消防部は、関係部、区本部及び関係機関と次のような事項について協議す 

るとともに、必要に応じ仙台市宅地保全審議会の意見を聴取し、その対応を決定する。 

① 地盤災害の影響範囲 

② 住民避難の必要性及びその範囲 

③ 避難場所 

④ 交通規制 

⑤ 現地の警戒監視体制 

⑥ その他必要な事項 

ウ 避難 

① 災対本部長、消防署長又は区本部長は、収集した被害情報及び住民の自主避難に関する 

情報等に基づき、必要があると認めるときは、第 4節「避難計画」(P.●)に定めるところ 

により、速やかに避難の措置を行う。 

② 土砂災害関係法令による指定地区の場合は、緊急その他特別の事情のある場合を除いて、 

関係機関との協議に基づき、当該法令による管理者の技術的判定・判断等を踏まえて、第 

4節「避難計画」(P.●)に定めるところにより、避難の措置を行うことにより、適切な対 

応を図るものとする。避難勧告等の解除を行う場合も同様とする。 

③ 区本部は、第 13節「避難所運営計画」（P.●）に定めるところにより、指定避難所等の 

うちから適切な避難所を選定し、施設管理者への連絡により開設体制を整えるとともに、 

避難所担当職員の派遣について関係各部へ連絡する。 

④ 関係各部は、担当する指定避難所等へ避難所担当職員を派遣し、避難所担当職員は、施 

設の被害、避難状況等について区本部へ報告する。 

⑤ 区本部は、施設の被害及び避難状況を避難所ごとに把握し、警戒本部又は災対本部事務 

局に報告する。 

 

(4) 地盤災害が発生した場合の措置 

ア 被害状況の把握 

① 都市整備部、消防部及び区本部は、被害の状況を把握し、警戒本部又は災対部事務局に 

報告する。 

② 警戒本部又は災対本部事務局は、入手した被害情報を集約し定期的に宮城県に報告する。 

 

 

 

（つづき） 

（削除） 

 

 

 

 

 

（移動 4 応急対策フロー図の項目へ組込み） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

パブコメ反映 

※他節と重複してい

る項目削除 
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旧頁 節 中間案 修正案 備考 

 

（67） 

1 部 

2 章 

 公助 

6 節 

 地盤災害対

策 

（つづき） 

イ 救助及び行方不明者の捜索 

消防部は、消防団、警察、自衛隊等関係機関の協力を得て、救急救助活動及び行方不明者 

の捜索活動を行う。 

ウ 応援要請 

警戒本部又は災対本部は、災害の状況に応じ、他の地方公共団体に対し応援を要請すると 

ともに、宮城県を通じ自衛隊の災害派遣を要請する。 

エ 避難 

前記⑶ウ避難に同じ 

オ 物資の供給 

① 各区本部は、食料、飲料水等備蓄物資を避難者等に給与する。 

② 各区本部は、今後の給食見込数や毛布等物資の必要見込数を把握し、警戒本部又は災対 

本部事務局に報告する。 

③ 警戒本部又は災対本部事務局は、経済部に対し、必要な物資の調達を指示する。 

④ 経済部は、応援協力協定を締結している業界団体等から必要物資を調達し、避難所への 

搬送を手配する。 

⑤ 水道部は、水道施設の被災により断水地域が発生した場合、応急給水体制を整え、運搬 

給水や拠点給水を行う。 

カ 医療救護 

健康福祉部は、必要に応じ、災害時医療連絡調整本部等を通じ、医療救護班を編成し、現 

地へ派遣する。 

キ 道路交通の安全確保 

建設部及び区本部は、道路、橋梁の被害（浸水・陥没等）状況の把握に努めるとともに、 

道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要がある場合は、関係法令に基づき、 

状況に応じて速やかに通行の禁止又は制限の手続を行う。 

この場合においては、通行の禁止又は制限の対象、区間、期間及び理由を記した道路標識 

を設置するとともに、周辺道路網から適切な迂回路を確保する。 

ク 生活支援 

関係各部局は、第 36節「民生安定のための緊急措置に関する計画」(P.●)に定めるところ 

により、災害障害見舞金の支給や災害援護資金の貸付、税の減免等各種援護措置を講じる。 

 

 

 

 

 

（つづき） 

（削除） 

 

パブコメ反映 

※他節と重複してい

る項目削除 
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旧頁 節 中間案 修正案 備考 

68 1 部 

2 章 

 公助 

7 節 

 帰宅困難者

対策 

 

第 7 節 帰宅困難者対策 

（略） 

 

第 6 節 帰宅困難者対策 

（略） 

 

節繰り上げ 

新頁 56～ 

 

 

 

69 1 部 

2 章 

 公助 

8 節 

 災害情報の

収集伝達計

画 

 

第 8 節 災害情報の収集伝達計画 

（略） 

1. 災害情報の収集・伝達 

（略） 

(2) 災対本部が行う情報収集 

（略） 

イ 防災関係機関からの情報収集 

（略） 

 

 

 

 

第 7節 災害情報の収集伝達計画 

（略） 

1. 災害情報の収集・伝達 

（略） 

(2) 災対本部が行う情報収集 

（略） 

イ 防災関係機関からの情報収集 

（略） 

ウ 各種システムによる情報収集 

<各種システムを通じて得られる情報> 

種     類 内          容 

仙台市防災気象情報システム 

（民 間 気 象 情 報） 

 

 

〔庁内ＬＡＮ端末〕 

・庁内ＬＡＮ端末設置各課公所 

○ 市内日雨量状況図 

市内 15ヶ所（※1）の雨量観測所の時雨量及び日雨量を地図

上で表示 

○ 雨量総括表 

  市内 15ヶ所（※1）の雨量観測所の時雨量及び日雨量を表で

表示 

○ 気象台観測雨量総括表 

  市内 3 ヶ所（※2）の雨量観測所で気象台が観測した時雨量

及び日雨量を表で表示 
 

※1 青葉消防署、荒巻出張所、宮城野消防署、 

高砂分署、鶴谷出張所、若林消防署、 

河原町分署、太白消防署、中田出張所、 

長町出張所、秋保出張所、泉消防署、 

根白石出張所、宮城消防署、熊ヶ根出張所 

※2 仙台、泉ヶ岳、新川 

 

○ アメダス情報 

○ レーダーアメダス合成図 

○ 台風情報 

○ ひまわり衛星画像 

○ 気象等注意報・警報 

○ 実況天気図 

○ 予想天気図 

○ 短期・週間予報 

○ 気象レーダー情報 

○ 局地予報（天気、降水量、気温、風向風速等） 

○ 落雷情報 
 

 

節繰り上げ 

新頁 57～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

パブコメ反映 

※旧第5節から組込み 
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旧頁 節 中間案 修正案 備考 

 1 部 

2 章 

 公助 

8 節 

 災害情報の

収集伝達計

画 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 情報連絡体制 

（略） 

 

 

 

 

 

（つづき） 

 

宮城県総合防災情報システム 

（ＭＩＤＯＲＩ情報） 

 

 

〔システム管理課〕 

・宮城県総務部危機対策課 

 

〔端末設置部署等〕 

・災害情報センター 

（青葉区役所 4階） 

○ 防災気象情報（気象特別警報・警報・注意報・防災情報） 

○ 指定河川洪水予報発表文 

○ 土砂災害警戒情報 

○ 気象観測情報 

・アメダス降水量 

 ・アメダス時間降水量 

 ・気温、日照、風速等 

○ 河川観測情報（宮城県河川流域情報システム（ＭＩＲＡＩ）

とリンク） 

 ・雨量情報 

  県内 190 ヵ所（うち仙台市域 23ヵ所）の雨量を観測 

 ・水位情報 

  県内155ヵ所（うち仙台市域で名取川3ヵ所、広瀬川5ヵ所、

七北田川5ヵ所、梅田川2ヵ所、高野川1ヵ所、大倉川1ヵ所）

の水位を観測 

宮城県土砂災害警戒情報システム 

○ 大雨警報、注意報及び土砂災害警戒情報 

○ 降雨の状況、土砂災害危険度の分布 

※県内 5km 四方格子（5km メッシュ）区分、現状、1・2・3

時間後予測 

 

 

市町村向け『川の防災情報』 

 

 

〔システム管理機関〕 

・国土交通省河川局 

 

〔情報閲覧可能機関〕 

・消防局 
（減災推進課、指令課、 
若林消防署、太白消防署） 

・建設局 
（総務課、下水道調整課、 

河川課） 

○ 台風情報 

○ レーダー雨量情報 

○ テレメータ雨量情報 

○ テレメータ水位情報 

○ ダム関係情報 

○ 水質情報 

○ 海岸情報 

○ 警報等関連情報 

 

(3) 情報連絡体制 

（略） 

 

パブコメ反映 

※旧第5節から組込み 
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旧頁 節 中間案 修正案 備考 

 

（74） 

1 部 

2 章 

 公助 

8 節 

 災害情報の

収集伝達計

画 

（つづき） 

2. 気象等に係る特別警報、警報、注意報及び気象情報の種類と発表基準等 

(1) 気象業務法に基づき、仙台管区気象台が発表する防災気象情報は、資料編による。 

（資料 4-7「気象等に係る特別警報、警報、注意報及び気象情報の種類と発表基準」参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（つづき） 

2. 気象等に係る特別警報、警報、注意報及び気象情報 

気象業務法に基づき、仙台管区気象台が発表する防災気象情報は、資料編による。 

なお、仙台管区気象台が発表する気象等に係る特別警報、警報、注意報及び気象情報の伝達系 

統は、次のとおりである。 

（資料 4-7「気象等に係る特別警報、警報、注意報及び気象情報の種類と発表基準」参照） 

 

〈気象等に係る特別警報、警報、注意報及び気象情報の伝達系統図〉 

 

 

宮城県危機対策課

消 防 庁

広報車等

消 防 署所

消 防 団

航 空 隊

消防車

ヘリコプター

警鐘・サイレン

消防車
消 防 局
警 防 本 部
( 消 防 情 報
セ ン タ ー )

各 区

宮城海上保安部 関 係 船 舶

町 内 会 長
自主防会長

警報のみ
消 防 局
防災企画課
減災推進課

東 北 運 輸 局
陸 上 自 衛 隊 東 北 方 面 総 監 部
東 日 本 旅 客 鉄 等 株 式 会 社
東 北 電 力 株 式 会 社
宮城県警察交通規制課 交通 管制 セン ター
仙 台 市 交 通 局

仙
台
管
区
気
象
台

東 北 地 方 整 備 局

防災関係
機 関 等

災害情報提供システム

(ホームページ・電子メール)

市
民
・
事
業
所
等

Ｎ Ｔ Ｔ 東 日 本

ＮＨＫ仙台放送局

宮 城 県 警 察 本 部 警察署

テレビ・ラジオ・新聞
報 道 機 関

第二管区海上保安本部

各 局

 

 注)二重枠の機関は、気象業務法第 15条の規定に基づく法定伝達先 

注)二重線の経路は、特別警報が発表された際に、通知もしくは周知の措置が義務づけられてい 

る伝達経路 

 

パブコメ反映 

※旧第5節の組込みに

伴う構成変更 
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旧頁 節 中間案 修正案 備考 

 

（74） 

1 部 

2 章 

 公助 

8 節 

 災害情報の

収集伝達計

画 

（つづき） 

 (2) 気象業務法第 14条の 2第 2項及び水防法第 10条第 2項に基づき、仙台管区気象台と東北地 

方整備局仙台河川国道事務所が、気象業務法第 14条の 2第 3項及び水防法第 11条第 1項に基 

づき、仙台管区気象台と宮城県が共同して発表する洪水予報の種類及び洪水予報を行う河川名 

とその区域は、次のとおりである。 

 

 

ア 指定河川洪水予報の種類 

種 類 標 題 概 要 

洪水警報 

はん濫発生情報 

はん濫が発生したときに発表される。 

新たにはん濫が及ぶ区域の住民の避難誘導や救援活動等

が必要となる。 

はん濫危険情報 

はん濫危険水位に達したときに発表される。 

いつはん濫が発生してもおかしくない状況であり、避難し

ていない住民への対応が必要である。この後に避難勧告等

を発令する場合、周辺状況を確認する必要がある。 

はん濫警戒情報 

一定時間後にはん濫危険水位に達すると見込まれるとき、

あるいは、避難判断水位に達しさらに水位の上昇が見込ま

れるときに発表される。 

避難勧告等の発令の判断の参考とする。 

洪水注意報 はん濫注意情報 

はん濫注意水位に達し、さらに水位の上昇が見込まれると

きに発表される。 

避難準備情報等の発令の判断の参考とする。 

 

イ 洪水予報を行う河川名とその区域 

① 名取川 

左岸：仙台市太白区山田字船渡前 3番 1地先（名取川頭首工）から海まで 

右岸：名取市高舘熊野堂字五反田 48番 2地先（名取川頭首工）から海まで 

② 広瀬川 

左岸：仙台市若林区河原町二丁目 13番 25 地先（広瀬橋）から名取川合流点まで 

右岸：仙台市太白区長町一丁目 1番 1地先（広瀬橋）から名取川合流点まで 

③ 七北田川 

左岸：仙台市泉区七北田字赤生津 130 番 1地先（赤生津大橋）から海まで 

右岸：仙台市泉区上谷刈字沼 104 番 1地先（赤生津大橋）から海まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

（つづき） 

3. 指定河川洪水予報 

気象業務法第 14条の 2第 2項及び水防法第 10条第 2項に基づき、仙台管区気象台と東北地方 

整備局仙台河川国道事務所が、気象業務法第 14条の 2第 3項及び水防法第 11条第 1項に基づき、 

仙台管区気象台と宮城県が共同して発表する洪水予報の種類及び洪水予報を行う河川名とその区 

域、並びに伝達系統は次のとおりである。 

 

(1) 指定河川洪水予報の種類 

種 類 標 題 概 要 

洪水警報 

はん濫発生情報 

はん濫が発生したときに発表される。 

新たにはん濫が及ぶ区域の住民の避難誘導や救援活動等

が必要となる。 

はん濫危険情報 

はん濫危険水位に達したときに発表される。 

いつはん濫が発生してもおかしくない状況であり、避難し

ていない住民への対応が必要である。この後に避難勧告等

を発令する場合、周辺状況を確認する必要がある。 

はん濫警戒情報 

一定時間後にはん濫危険水位に達すると見込まれるとき、

あるいは、避難判断水位に達しさらに水位の上昇が見込ま

れるときに発表される。 

避難勧告等の発令の判断の参考とする。 

洪水注意報 はん濫注意情報 

はん濫注意水位に達し、さらに水位の上昇が見込まれると

きに発表される。 

避難準備情報等の発令の判断の参考とする。 

 

(2) 洪水予報を行う河川名とその区域 

ア 名取川 

左岸：仙台市太白区山田字船渡前 3番 1地先（名取川頭首工）から海まで 

右岸：名取市高舘熊野堂字五反田 48番 2地先（名取川頭首工）から海まで 

イ 広瀬川 

左岸：仙台市若林区河原町二丁目 13番 25 地先（広瀬橋）から名取川合流点まで 

右岸：仙台市太白区長町一丁目 1番 1地先（広瀬橋）から名取川合流点まで 

ウ 七北田川 

左岸：仙台市泉区七北田字赤生津 130 番 1地先（赤生津大橋）から海まで 

右岸：仙台市泉区上谷刈字沼 104 番 1地先（赤生津大橋）から海まで 

 

(3) 伝達系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パブコメ反映 

※旧第5節の組込みに

伴う構成変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パブコメ反映 

※旧第 5節の組込み （共同発表） （防災情報提供装置） 

（FAX） 

（防災無線 FAX） 

仙台管区気象台・東北地方整備局 
仙台河川国道事務所又は宮城県 

関係局・区 

消防局指令課 

宮城県危機対策課 

宮城県総合防災情報システム
「MIDORI」 

消防局防災企画課・減災推進課 
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旧頁 節 中間案 修正案 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（75） 

1 部 

2 章 

 公助 

8 節 

 災害情報の

収集伝達計

画 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 消防法第 22条に基づき仙台管区気象台が、宮城県知事に対して行う通報（火災気象通報） 

の基準は、次のとおりである。 

通報番号 通 報 基 準 

１ 最小湿度 45％以下、実効湿度 65％以下で平均風速 7m/s 以上の見込みのとき 

２ 最小湿度 35％以下で実効湿度 60％以下の見込みのとき 

３ 
平均風速 13m/s（江ノ島、北～東南東 18m/s）以上の見込みのとき 

ただし、雨又は雪を伴う場合は通報しないこともある。 
 

（つづき） 

(4) 地下街等、要配慮者利用施設への情報伝達 

ア 地下街等、要配慮者利用施設の定義 

水防法第 15条第 1項第 3号に定める施設とは、次に定める施設とする。 

（資料 6-3「水防法第 15条第 1項第 3号の施設（地下街等、要配慮者利用施設）の一覧」参照） 

① 地下街等 

建築物の地階部分の用途が、消防法施行令第 1条の 2第 3項に規定される施設。ただし、 

別表第 1⑸ロ、⑹ロ、ハ、⑺、⑿、⒀、⒁、⒂、⒄、⒅、⒆、⒇に掲げる用途に供される 

施設を除く。 

② 要配慮者利用施設（主として高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要す 

る者が利用する施設で当該施設の利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保する必要 

があると認められるもの） 

次の用途に供される施設及びこれらと同類と認められる施設。 

a. 病院、診療所又は助産所（入院病床を有するものに限る。） 

b. 老人福祉施設（老人介護支援センターを除く）、介護老人保健施設、認知症高齢者グ 

ループホーム、有料老人ホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、救護施設、更生施設、 

児童福祉施設（母子生活支援施設を除く。）、障害福祉サービス事業所等 

c. 幼稚園、特別支援学校 

 

イ 洪水予報等の伝達方法 

水防法第 15条第 2項に定める「洪水予報等の伝達方法」は、次のとおりとする。 

① 伝達情報 

国土交通省・県からの洪水予報等（洪水注意報、警報）及び避難情報（準備、勧告、指示） 

② 伝達系統 
 

 

 

 

 

 

（移動 7.火災気象通報へ） 

 

 

 

 

 

 

パブコメ反映 

※旧第 5節の組込み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パブコメ反映 

※旧第5節の組込みに

伴う構成変更 

 

 

 

FAX による一斉同報 

消防局防災企画課・減災推進課 

対象施設 

国土交通省・県から洪水予報等

（洪水注意報、警報） 

災対本部及び現場指揮官からの避

難情報（準備、勧告、指示） 

関係部局 

電話による状況確認 
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旧頁 節 中間案 修正案 備考 

 

（75） 

1 部 

2 章 

 公助 

8 節 

 災害情報の

収集伝達計

画 

（つづき） 

3. 水防警報の種類と基準 

水防法第 10条の 6第 1項に基づき、国土交通大臣及び宮城県知事が水防警報を行う河川とその 

区域は、次のとおりである。 

 

(1) 国土交通大臣（東北地方整備局）が行う水防警報 

ア 名取川 

左岸：仙台市太白区山田（名取川頭首工）から海まで 

右岸：名取市高舘熊野堂（名取川頭首工）から海まで 

イ 広瀬川 

左岸：仙台市若林区河原町（広瀬橋）から名取川合流点まで 

右岸：仙台市太白区長町（広瀬橋）から名取川合流点まで 

 

(2) 知事が行う水防警報 

ア 広瀬川 

左岸：仙台市若林区土樋（愛宕橋）から仙台市若林区河原町（広瀬橋）まで 

右岸：仙台市太白区越路（愛宕橋）から仙台市太白区長町（広瀬橋）まで 

イ 七北田川 

左岸：仙台市泉区七北田（赤生津大橋）から海まで 

右岸：仙台市泉区上谷刈（赤生津大橋）から海まで 

ウ 梅田川 

左岸：仙台市宮城野区原町（大田見橋）から七北田川合流点まで 

右岸：仙台市宮城野区五輪（大田見橋）から七北田川合流点まで 

 

(3) 水防警報の段階と行動内容 

ア 第１段階（準備） 

水防資材器具の整備点検、堰堤水こう門の開閉の準備、消防幹部の出動など水防活動の準 

備をする必要がある旨通報する。 

イ 第２段階（出動） 

消防団員が出動する必要がある旨通報する。 

ウ 第３段階（解除） 

水防活動の終了を通報する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（つづき） 

4. 水防警報 

水防法第 10条の 6第 1項に基づき、国土交通大臣及び宮城県知事が水防警報を行う河川とその 

区域、基準等は次のとおりである。 

なお、伝達系統の詳細は仙台市水防計画に定めるところによる。 

<水防警報の発表方法> 

※ 第１段階（準備）：水防資材器具の整備点検、堰堤水こう門の開閉の準備、消防幹部の出動など

水防活動の準備をする必要がある旨通報する。 

※ 第２段階（出動）：消防団員が出動する必要がある旨通報する。 

※ 第３段階（解除）：水防活動の終了を通報する。 

 

河川名 
対象量水
標名及び
警戒水位 

警報の段階と基準 入手・伝達 
国土交通大臣所管 
河川の場合の例 

第１段階 ※ 
（準 備） 

第２段階 ※ 
（出 動） 

第３段階 ※ 
（解 除） 

名取川 
国土交通大臣

所管 
（両岸：名取川頭首

工～河口） 

名取橋 
6.50m 

水防団待機水位
（指定水位） 
(5.50m) に 達し 、
なお上昇のおそ
れがあるとき 

はん濫注意水位 
（警戒水位） 
(6.50m) に 達 し 、
なお上昇のおそ
れがあるとき 

はん濫注意水位 
（警戒水位） 
を 下 が り 水 防 作
業の必要がなくな
ったとき 

 

閖上第二 
2.00m 

水防団待機水位 
（指定水位） 
(1.50m)に達し、
なお上昇のおそ
れがあるとき 

はん濫注意水位 
（警戒水位） 
(2.00m)に達し、な
お上昇のおそれが
あるとき 

はん濫注意水位 
（警戒水位） 
を下がり水防作業
の必要がなくなっ
たとき 

  広瀬川 

広瀬橋 
1.30m 

水防団待機水位 
（指定水位） 
(0.50m)に達し、
なお上昇のおそ
れがあるとき 

はん濫注意水位 
（警戒水位） 
(1.30m) に 達 し 、
なお上昇のおそ
れがあるとき 

はん濫注意水位 
（警戒水位） 
を 下 が り 水 防 作
業の必要がなくな
ったとき 

 国土交通大
臣所管（両岸：

広瀬橋～名取川合
流点） 

県知事 
所 管 

（両岸：愛宕橋

～広瀬橋） 

広瀬橋 
1.30m 

雨量を考慮し、広
瀬川量水標が水
防 団 待 機 水 位
（ 指 定 水 位 ）
(0.50m)に達し、さ
らに増水し危険
が予想されるとき
（国土交通大臣
直轄河川と同時） 

雨量を考慮し、広
瀬川量水標がは
ん 濫 注 意 水 位
（ 警 戒 水 位 ）
(1.30m)に達し、さ
らに増水し危険が
予想されるとき（国
土交通大臣直轄
河川と同時） 

はん濫注意水位
（警戒水位）を下
が り水防 作業 の
必要がなくなった
とき 

七北田川 
県知事所管 

（両岸：赤生津大橋

～海） 

市名坂 
3.35m 

雨量を考慮し、市
名坂量水標が水
防 団 待 機 水 位
（ 指 定 水 位 ）
(2.85m)に達し、さ
らに増水し危険
が予想されるとき 

雨量を考慮し、市
名坂量水標がは
ん 濫 注 意 水 位
（ 警 戒 水 位 ）
(3.35m)に達し、さ
らに増水し危険が
予想されるとき 

はん濫注意水位
（警戒水位）を下が
り水防作業の必要
がなくなったとき 

梅田川 
県知事所管 

（両岸：大田見橋～

七北田川合流点ま

で） 

苦竹 
2.50m 

雨量を考慮し、苦
竹量水標が水防
団待機水位（指
定水位） (2.10m)
に達し、さらに増
水し危険が予想
されるとき 

雨量を考慮し、苦
竹量水標がはん
濫注意 水位（指
定水位）(2.50m)に
達し、さらに増水し
危険が予想される
とき 

はん濫注意水位
（警戒水位）を下
がり水防作業の必
要がなくなったと
き 

 

 

パブコメ反映 

※旧第 5節の組込み 

※旧第5節の組込みに

伴う構成変更 

 

 

 

東北地方整備局
仙台河川国道事
務所 

宮城県河川課 

宮城県仙台土木 

事務所 

消防局指令課 

消防局防災企画課 

・減災推進課 

関係各局・区 

(FAX) 

(FAX) 

(FAX) 

(FAX) 

(FAX) 
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旧頁 節 中間案 修正案 備考 

 

（76） 

1 部 

2 章 

 公助 

8 節 

 災害情報の

収集伝達計

画 

（つづき） 

4. 伝達系統 

(1) 仙台管区気象台が発表する気象等に係る特別警報・警報・注意報・気象情報の伝達は、次の 

とおりである。 

 

〈気象等に係る特別警報・警報・注意報・気象情報の伝達体制〉 

 

注)二重線は、特別警報が発表された際に、通知もしくは周知の措置が義務付けられている経路。 

 

(2) 水防警報の伝達は、仙台市水防計画に定めるところによる。（第 5節「風水害対策」P.●参照） 

 

 

 

 

 

（つづき） 

（移動 2.気象等に係る特別警報、警報、注意報及び気象情報へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（移動 4.水防警報へ） 

 

 

パブコメ反映 

※旧第5節の組込みに

伴う構成変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パブコメ反映 

※旧第5節の組込みに

伴う構成変更 

 

 

消防署所 

宮 城 県 

危 機 対 策 課 

警 察 署 宮城県警察本部 

宮城海上保安部 

報 道 機 関 

ＮＴＴ東日本 
各 局 

航 空 隊 

消 防 団 

市
民
・
事
業
所
等 

町 内 会 長 

自主防会長 

防
災
関
係
機
関
等 

東 北 運 輸 局 
東 北 地 方 整 備 局 
陸 上 自 衛 隊 東 北 方 面 総 監 部 
東 日 本 旅 客 鉄 道 株 式 会 社 
東 北 電 力 株 式 会 社 
宮城県警察交通規制課交通管制センター 
仙 台 市 交 通 局 

災害情報提供システム 
（ホームページ・電子メール） 

消防車 

警報のみ 

ヘリコプター 

警鐘・サイレン 

消防車 

テレビ・ラジオ・新聞 

広報車等 

第二管区海上保安本部 関係船舶

消 防 庁 

各 区 

 

消 防 局 

防災企画課 

減災推進課 

 

消 防 局 

警 防 本 部 

(消防情報 

センター) 

仙
台
管
区
気
象
台 

ＮＨＫ仙台放送局 
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旧頁 節 中間案 修正案 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（77） 

1 部 

2 章 

 公助 

8 節 

 災害情報の

収集伝達計

画 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 通信手段の確保  

 

（略） 

 

6. 非常通信の活用（被害が甚大である場合） 

 

（略） 

 

7. 被害状況等の報告  

 

（略） 

 

（つづき） 

5. 避難判断水位情報 

避難判断水位を超えた場合は、消防局、消防団、報道機関等を通じて市民へ周知する。避難判 

断水位を超えて、さらにはん濫危険水位を超えるおそれがあると判断された場合は、市長は堤防 

からの距離に応じた区分ごとに避難勧告等を発令する。 

なお、避難勧告等の発令の区分、基準、伝達系統等は仙台市水防計画に定めるところによる。 

 

6. ダム放流情報 

ダム放流情報は、洪水調節のため放流を行うダム管理者から通報される。 

ダ ム 管 理 者 通 報 内 容 
東北地方整備局釜房ダム管理所 ・ダムの防災体制    ・ダムへの流入水量 

・ダムの放流水量    ・ダム貯水位 宮城県仙台地方ダム総合事務所 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 火災気象通報 

消防法第 22条に基づき仙台管区気象台が、宮城県知事に対して行う通報（火災気象通報）の基 

準は、次のとおりである。 

通報番号 通 報 基 準 

１ 最小湿度 45％以下、実効湿度 65％以下で平均風速 7m/s 以上の見込みのとき 

２ 最小湿度 35％以下で実効湿度 60％以下の見込みのとき 

３ 
平均風速 13m/s（江ノ島、北～東南東 18m/s）以上の見込みのとき 

ただし、雨又は雪を伴う場合は通報しないこともある。 

 

8. 通信手段の確保  

 

（略） 

 

9. 非常通信の活用（被害が甚大である場合） 

 

（略） 

 

10. 被害状況等の報告  

 

（略） 

 

 

パブコメ反映 

※旧第 5節の組込み 

 

 

 

 

 

パブコメ反映 

※旧第 5節の組込み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パブコメ反映 

※旧第5節の組込みに

伴う構成変更 

 

 

 

東北地方整備局釜房ダム管理所 

関係局・区 

消防局防災企画課・減災推進課 

消防局指令課 

宮城県仙台地方ダム総合事務所 

（FAX） （FAX） 

（FAX） 
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旧頁 節 中間案 修正案 備考 

81 1 部 

2 章 

 公助 

9 節 

 災害広報・広

聴計画 

第 9 節 災害広報・広聴計画 

〔災対本部、総務企画部、市民部、健康福祉部、区本部〕 

（略） 

1. 実施機関及び担当業務 

実 施 機 関 担 当 業 務 

災 対 本 部 

・広報紙、インターネット等による市民への災害広報に関すること 
・報道機関への情報の提供及び報道要請に関すること 
・プレスルーム（記者発表室）の設営及び運用に関すること 
・その他関係機関との連絡調整に関すること 

（略） （略） 

 

2. 広報活動 〔災対本部、総務企画部、市民部、健康福祉部、区本部〕 

（略） 

(2) 広報の方法 

ア 報道機関との連携 

① テレビ・ラジオの活用 

（略） 

② 報道機関に対する情報提供 

災害時は、記者会見、記者説明、資料提供等により、報道機関を通じて市民に情報を伝 

える必要がある。そのため、災対本部は、プレスルームを設置し、被害状況、避難の勧告・ 

指示の状況、市民及び被災者に対する注意事項等の情報提供に努める。 （略） 

（略） 

イ 広報車による広報 

（略） 

ウ 広報紙等による広報 

災対本部は、複雑な情報を分かりやすく市民に伝えるため、速やかに文字情報としての広 

報紙を作成し、配布する。 （略） 

（略） 

エ 通信メディアによる広報 

災対本部及び総務企画部は、市のホームページや電子メール等のインターネットを利用し 

た様々なサービスによる情報伝達を可能な限り実施し、市民への広報を補完するとともに、 

国内外へ情報発信を行う。 

第 8 節 災害広報・広聴計画 

〔災対本部事務局、総務企画部、市民部、健康福祉部、区本部〕 

（略） 

1. 実施機関及び担当業務 

実 施 機 関 担 当 業 務 

災対本部事務局 

・広報紙、インターネット等による市民への災害広報に関すること 
・報道機関への情報の提供及び報道要請に関すること 
・プレスルーム（記者発表室）の設営及び運用に関すること 
・その他関係機関との連絡調整に関すること 

（略） （略） 

 

2. 広報活動 〔災対本部事務局、総務企画部、市民部、健康福祉部、区本部〕 

（略） 

(2) 広報の方法 

ア 報道機関との連携 

① テレビ・ラジオの活用 

（略） 

② 報道機関に対する情報提供 

災害時は、記者会見、記者説明、資料提供等により、報道機関を通じて市民に情報を伝 

える必要がある。そのため、災対本部事務局は、プレスルームを設置し、被害状況、避難 

の勧告・指示の状況、市民及び被災者に対する注意事項等の情報提供に努める。 （略） 

（略） 

イ 広報車による広報 

（略） 

ウ 広報紙等による広報 

災対本部事務局は、複雑な情報を分かりやすく市民に伝えるため、速やかに文字情報とし 

ての広報紙を作成し、配布する。 （略） 

（略） 

エ 通信メディアによる広報 

災対本部事務局及び総務企画部は、市のホームページや電子メール等のインターネットを 

利用した様々なサービスによる情報伝達を可能な限り実施し、市民への広報を補完するとと 

もに、国内外へ情報発信を行う。 

節繰り上げ 

新頁 71～ 

 

 

 

 

内容適正化 

※名称整理 

 

 

 

 

内容適正化 

※名称整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87 1 部 

2 章 

 公助 
10 節 

 救急・救助計
画 

第 10 節 救急・救助計画 第 9 節 救急・救助計画 節繰り上げ 

新頁 77～ 
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旧頁 節 中間案 修正案 備考 

89 1 部 

2 章 

 公助 

11 節 

 医療救護・保

健・防疫計画 

第 11 節 医療救護・保健・防疫計画 第 10 節 医療救護・保健・防疫計画 節繰り上げ 

新頁 79～ 

 

99 1 部 

2 章 

 公助 

12 節 

 消防活動計画 

第 12 節 消防活動計画 第 11 節 消防活動計画 節繰り上げ 

新頁 89～ 

 

102 1 部 

2 章 

 公助 

13 節 

 避難所運営

計画 

第 13 節 避難所運営計画 

（略） 

2. 避難所の開設及び避難者の収容 〔各部、区本部〕 

（略） 

 (1) 収容対象者 

（略） 

 (2) 避難所の開設 

風水害等が発生し又は発生するおそれがある場合の避難所の開設方法等は次のとおりとする。 

 

〈避難所開設基準〉 

条 件 開 設 方 法 

①避難勧告等発令時 
 

○区本部は、事前に適切な避難所施設を選定し、避難所の施
設管理者への連絡により開設体制を整える。 

○各部から避難所担当職員を派遣し、施設管理者との協力に
より開設する。 

②その他の場合 ○以下の場合に開設し、各部から避難所担当職員を派遣する。 
・施設管理者から区本部へ避難状況の報告があり、開設が
必要と認めるとき。 

・必要に応じて、区本部が避難所施設の巡回確認を行い、
避難状況等から必要と認めるとき。 

○ 上記にかかわらず、施設管理者及び地域団体は、避難者等の状況により、あるいは事前協議
において定めた方法に基づき、必要に応じて避難者の収容を行うものとする。 
（施設管理者：(6)参照、地域団体：第 1章 第 6節「避難所を主体的に運営する」P.●参照） 

※補助避難所については、地域、市、施設の事前協議に基づき適時開設する。 

※福祉避難所の開設については、第 14節「災害時要援護者への対応計画」(P.●)で定める。 

 

(3) 各部の措置 

（略） 

第 12 節 避難所運営計画 

（略） 

2. 避難所の開設及び避難者の収容 〔各部、区本部〕 

（略） 

 (1) 収容対象者 

（略） 

 (2) 避難所の開設 

風水害等が発生し又は発生するおそれがある場合の避難所の開設方法等は次のとおりとする。 

 

〈避難所開設基準〉 

条 件 開 設 方 法 

①避難勧告等発令時 
 

○区本部は、事前に適切な避難所施設を選定し、避難所の施
設管理者への連絡により開設体制を整える。 

○各部から避難所担当職員を派遣し、避難者が発生した場合
は区本部の判断で開設する。 

②その他の場合 ○以下の場合に開設し、各部から避難所担当職員を派遣し、
開設する。 
・施設管理者から区本部へ避難状況の報告があり、開設が
必要と認めるとき。 

・必要に応じて、区本部が避難所施設の巡回確認を行い、
避難状況等から開設が必要と認めるとき。 

○ 上記にかかわらず、施設管理者及び地域団体は、避難者等の状況により、あるいは事前協議
において定めた方法に基づき、必要に応じて避難者の収容を行うものとする。 
（施設管理者：(6)参照、地域団体：第 1章 第 6節「避難所を主体的に運営する」P.14 参照） 

※補助避難所については、地域、市、施設の事前協議に基づき適時開設する。 

※福祉避難所の開設については、第 13節「災害時要援護者への対応計画」(P.100)で定める。 

 

(3) 各部の措置 

（略） 

節繰り上げ 

新頁 92～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容適正化 

※体制明確化 
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旧頁 節 中間案 修正案 備考 

 

(103) 

1 部 

2 章 

 公助 

13 節 

 避難所運営

計画 

（つづき） 

(4) 区本部の措置 

ア 開設基準に基づき、避難勧告等が発令される場合については、災対本部の指示により事前 

に適切な避難所施設を選定し、避難所の施設管理者に連絡を行い、開設体制を整えるととも 

に、避難所担当職員の派遣について、関係各部へ連絡する。 

 

イ 避難所担当職員の報告により施設の被害、避難状況等について避難所ごとに把握し、災対 

本部へ報告する。 

 

 

（つづき） 

(4) 区本部の措置 

開設基準に基づき、避難勧告等が発令される場合については、災対本部の指示により事前に 

適切な避難所施設を選定し、避難所の施設管理者に連絡を行い、開設体制を整える。 

また、避難所担当職員の派遣について関係各部へ連絡し、状況に応じて避難所開設を決定する。 

 

（削除） 

 

 

 

 

内容適正化 

※体制明確化 

 

 

内容適正化 

※後述との重複項目

の削除 

110 1 部 

2 章 

 公助 

14 節 

 災害時要援

護者への対

応計画 

第 14 節 災害時要援護者への対応計画 

 

 

 

第 13 節 災害時要援護者への対応計画 

 

 

 

 

節繰り上げ 

新頁 100～ 

 

114 1 部 

2 章 

 公助 

15 節 

 物資供給計画 

第 15 節 物資供給計画 

 

第 14 節 物資供給計画 

 

節繰り上げ 

新頁 104～ 

 

120 1 部 

2 章 

 公助 

16 節  

 緊急輸送計画 

第 16 節 緊急輸送計画 

 

第 15 節 緊急輸送計画 

 

節繰り上げ 

新頁 110～ 

 

126 1 部 

2 章 

 公助 

17 節 

 廃棄物処理

計画 

第 17 節 廃棄物処理計画 

 

第 16 節 廃棄物処理計画 

 

節繰り上げ 

新頁 116～ 

 

133 1 部 

2 章 

 公助 

18 節 

 二次災害の

防止 

第 18 節 二次災害の防止 第 17 節 二次災害の防止 節繰り上げ 

新頁 123～ 
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旧頁 節 中間案 修正案 備考 

139 1 部 

2 章 

 公助 

19 節 

 災害支援活

動のサポー

ト 

第 19 節 災害支援活動のサポート 

 

第 18 節 災害支援活動のサポート 

 

節繰り上げ 

新頁 129～ 

 

143 1 部 

2 章 

 公助 

20 節 

 燃料確保・供

給計画 

第 20 節 燃料確保・供給計画 

 

第 19 節 燃料確保・供給計画 

 

節繰り上げ 

新頁 133～ 

 

146 1 部 

2 章 

 公助 

21 節 

 災害救助法

適用計画 

第 21 節 災害救助法適用計画 第 20 節 災害救助法適用計画 節繰り上げ 

新頁 136～ 

 

150 1 部 

2 章 

公助 

22 節 

行方不明者

の捜索・遺体

の収容等に

関する計画 

第 22 節 行方不明者の捜索・遺体の収容等に関する計画 

 

（略） 

 

2. 行方不明者の捜索 〔消防部、宮城海上保安部、宮城県警察本部〕 

災害現場の状況に応じて、警察、消防、消防団、宮城海上保安部、自衛隊・応援機関及び地域 

団体等が相互に協力し、生存の可能性のある者を優先して捜索に当たる。また、災害により現に 

行方不明の状態にあり、周囲の状況から既に死亡していると推測される者の捜索を行う。 

 

 

3.遺体の収容、検視・検案及び処理 〔健康福祉部、区本部、消防部、宮城海上保安部、 

宮城県警察本部〕 

 

（略） 

 

(1) 遺体安置所の設置 

仙台市は、体育館、市民センター、寺院、教会等の関係団体及び遺体検視を行う警察署等と 

協議し、遺体の収容先として検案場所・安置所を指定する。 

 

 

 

 

第 21 節 行方不明者の捜索・遺体の収容等に関する計画 

 

（略） 

 

2. 行方不明者の捜索 〔消防部、宮城海上保安部、宮城県警察本部〕 

仙台市は、災害救助法が適用された場合、災害現場の状況に応じて防災関係機関等の協力を得 

て、生存の可能性のあるものを優先して行方不明者の捜索を行う。 

また、災害により現に行方不明の状態にあり、周囲の状況から既に死亡していると推測される 

者の捜索を行う。 

 

3.遺体の収容、検視・検案及び処理 〔健康福祉部、区本部、消防部、宮城海上保安部、 

宮城県警察本部〕 

 

（略） 

 

(1) 遺体安置所の設置 

仙台市は、体育館、市民センター、寺院、教会等の関係団体及び遺体検視を行う警察署等と 

協議し、遺体の収容先として検案場所・安置所を設置する。 

 

(2) 遺体の安置 

仙台市は、遺体の引き取り人がいない場合などは、市が設置した遺体安置所に搬入するよう 

関係機関に連絡する。また、必要に応じ、葬祭業者等に搬入を委託する。 

節繰り上げ 

新頁 140～ 

 

 

内容適正化 

※体制整理（関係機関

調整） 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容適正化 

※体制整理（関係機関

調整） 

 

内容適正化 

※体制整理・項目追加

（関係機関調整） 

 



37 

 

 

旧頁 節 中間案 修正案 備考 

 

 

 

 

 

 

 

(150) 

1 部 

2 章 

公助 

22 節 

行方不明者

の捜索・遺体

の収容等に

関する計画 

（つづき） 

 

 

 

 

(2) 検視 

（略） 

 

(3) 遺体数の把握 

（略） 

 

(4) 遺体処理の対象及び取扱い 

（略） 

 

(5) 遺体の洗浄等 

（略） 

 

(6) 遺体の身元確認 

警察は、身元不明者については、人相・所持品・着衣・その他の特徴等により身元の確認に 

努める。 

 

(7) 遺体の一時保存 

ア 遺体は腐敗を防止するため､ドライアイスで冷却する。 

イ 棺及びドライアイスは生活衛生班が関係各業者と調整し、調達する。 

ウ 身元不明者の遺留品は遺体と共に保管する。 

エ 遺族（関係人）から火葬の依頼があった場合は、その調整を行う。 

 

(8) 遺体の安置及び引き渡し 

仙台市は、遺体引き渡し時に引取人がいない場合又は安置場所がない場合は、指定した遺体 

安置所に搬入するよう関係機関に連絡する。また、必要に応じ、葬祭業者等に搬入を委託する。 

 

(9) 身元不明遺体の処置 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（つづき） 

(3) 遺体安置所の受付 

仙台市は、遺体安置所を開設した場合、遺体の引き取り又は確認に来た家族等の受付を行い、 

検視・身元確認を行う警察に引き継ぐ。 

 

(4) 検視 

（略） 

 

(5) 遺体数の把握 

（略） 

 

(6) 遺体処理の対象及び取扱い 

（略） 

 

(7) 遺体の洗浄等 

（略） 

 

(8) 遺体の身元確認 

警察は、身元不明者については、人相・所持品・着衣・その他の特徴等や家族等による確認 

などにより身元の確認を行う。 

 

(9) 遺体の一時保存 

ア 遺体は腐敗を防止するため､ドライアイスで冷却する。 

イ 棺及びドライアイスは生活衛生班が関係各業者と調整し、調達する。 

ウ 身元不明者の遺留品は遺体と共に保管する。 

  （削除） 

 

(10) 遺体の引き渡し等 

ア 身元が判明し引き取り人がいる場合は、速やかに遺体を遺族等に引き渡す。 

イ 遺族（関係人）から火葬の依頼があった場合は、その調整を行う。 

 

(11) 身元不明遺体の処置 

（略） 

 

 

 

内容適正化 

※体制整理・項目追加

（関係機関調整） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容適正化 

※体制整理（関係機関

調整） 

 

 

内容適正化 

※項目整理（関係機関

調整） 

 

 

内容適正化 

※項目整理（関係機関

調整） 
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旧頁 節 中間案 修正案 備考 

154 1 部 

2 章 

公助 

23 節 

 応援協力要

請（受援）計

画 

第 23 節 応援協力要請（受援）計画 

 

第 22 節 応援協力要請（受援）計画 

 

節繰り上げ 

新頁 144～ 

 

163 1 部 

2 章 

公助 

24 節 

 災害警備活

動・交通規制

計画 

第 24 節 災害警備活動・交通規制計画 

 

第 23 節 災害警備活動・交通規制計画 

 

節繰り上げ 

新頁 153～ 

 

166 1 部 

2 章 

公助 

25 節 

応急公用負  

担 

第 25 節 応急公用負担 

 

第 24 節 応急公用負担 

 

節繰り上げ 

新頁 156～ 

 

168 1 部 

2 章 

公助 

26 節 

 文教対策計 

 画 

第 26 節 文教対策計画 

 

第 25 節 文教対策計画 

 

節繰り上げ 

新頁 158～ 

 

173 1 部 

2 章 

公助 

27 節 

 応急給水・水

道復旧計画 

第 27 節 応急給水・水道復旧計画 

 

第 26 節 応急給水・水道復旧計画 

 

節繰り上げ 

新頁 163～ 

 

177 1 部 

2 章 

公助 

28 節 

 電力施設災

害応急計画 

第 28 節 電力施設災害応急計画 第 27 節 電力施設災害応急計画 節繰り上げ 

新頁 167～ 
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旧頁 節 中間案 修正案 備考 

179 1 部 

2 章 

公助 

29 節 

 電気通信施

設害応急計

画 

第 29 節 電気通信施設災害応急計画 

 

（略） 

 

1. 応急対策の内容 

通信施設の被害が発生した場合は、最小限の通信の確保を行うため。次の各号の措置をとる。 

ア 非常用可搬形交換装置の出動 

イ ポータブル衛星通信装置、可搬型無線機などの出動 

ウ 移動電源車の出動 

エ 応急ケーブルによる措置 

 

（略） 

 

2. 応急措置 

 

（略） 

 

  (2) 特設公衆電話の設置 

ア 各市町村指定の避難所等に、必要に応じて特設公衆電話を設置する。 

イ 孤立化する地域をなくすため、地域ごとに特設公衆電話を設置する。 

    また、重要通信の疎通と被災地における情報拠点の確保においては、災害に極めて強い衛星

通信の利点を活かし、衛星通信を活用する。 

ウ 広域停電が発生している場合は、公衆電話の無料化を行う。 

 

（略） 

 

4. 被災地情報 

市等は、東日本電信電話株式会社宮城支店の有する通信回線等を活用して、臨時の情報ネット 

ワークを提供し、被災地での生活等に必要な情報の流通を支援する。 

 

 

第 28 節 電気通信施設災害応急計画 

 

（略） 

 

1. 応急対策の内容 

通信施設の被害が発生した場合は、最小限の通信の確保を行うため。次の各号の措置をとる。 

ア 非常用可搬形交換装置の出動 

イ 衛星通信装置、可搬型無線装置などの出動 

ウ 移動電源車の出動 

エ 応急ケーブルによる措置 

 

（略） 

 

2. 応急措置 

 

（略） 

 

  (2) 特設公衆電話の設置 

ア 各市町村指定の避難所等に、必要に応じて特設公衆電話を設置する。 

イ 孤立化する地域をなくすため、地域ごとに特設公衆電話を設置する。 

（削除） 

 

ウ 広域停電が発生している場合は、公衆電話の無料化を行う。 

 

（略） 

 

（削除） 

節繰り上げ 

新頁 169～ 

 

 

内容適正化 

※文言修正（関係機関

調整） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容適正化 

※文言修正（関係機関

調整） 

 

 

 

 

 

 

 

内容適正化 

※項目削除（関係機関

調整） 

181 1 部 

2 章 

公助 

30 節 

 ガス施設災

害応急計画 

第 30 節 ガス施設災害応急計画 

 

第 29 節 ガス施設災害応急計画 

 

節繰り上げ 

新頁 171～ 
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旧頁 節 中間案 修正案 備考 

183 1 部 

2 章 

公助 

31 節 

 下水道施設災

害応急計画 

第 31 節 下水道施設災害応急計画 

 

第 30 節 下水道施設災害応急計画 

 

節繰り上げ 

新頁 173～ 

 

185 1 部 

2 章 

公助 

32 節 

 交通施設災

害応急計画 

第 32 節 交通施設災害応急計画 

 

第 31 節 交通施設災害応急計画 

 

節繰り上げ 

新頁 175～ 

 

187 1 部 

2 章 

公助 

33 節 

 JR 鉄道施設災

害応急計画 

第 33 節 JR 鉄道施設災害応急計画 

 

第 32 節 JR 鉄道施設災害応急計画 

 

節繰り上げ 

新頁 177～ 

 

190 1 部 

2 章 

公助 

34 節 

 住宅応急対

策計画 

第 34 節 住宅応急対策計画 

 

（略） 

 

1. 実施機関及び担当業務 

 

実 施 機 関 担 当 業 務 

総 務 企 画 部 
（応急仮設住宅班） 
・応急仮設住宅の入居者の募集及び審査に関すること 
・応急仮設住宅の入退去その他の管理に関すること 

財 政 部 

（契約班） 
・応急対策用資機材、物品の調達及び緊急工事の契約に関すること 
（財産管理班） 
・応急仮設住宅建設用地の確保、リストアップに関すること 
（応急仮設住宅班） 
・応急仮設住宅の入居者の募集及び審査に関すること 
・応急仮設住宅の入退去その他の管理に関すること 
（応急修理住宅班） 
・住宅の応急修理及び障害物の除去に係る申請の受付及び審査に関するこ

と 

（略） （略） 

 

 

 

 

 

 

第 33 節 住宅応急対策計画 

 

（略） 

 

1. 実施機関及び担当業務 

 

実 施 機 関 担 当 業 務 

総 務 企 画 部 
（応急仮設住宅班） 
・応急仮設住宅の入居者の募集及び審査に関すること 
・応急仮設住宅の入退去その他の管理に関すること 

財 政 部 

（契約班） 
・応急対策用資機材、物品の調達及び緊急工事の契約に関すること 
（財産管理班） 
・応急仮設住宅建設用地の確保、リストアップに関すること 
 
 
 
（応急修理住宅班） 
・住宅の応急修理及び障害物の除去に係る申請の受付及び審査に関するこ

と 

（略） （略） 

 

 

 

 

 

 

節繰り上げ 

新頁 180～ 

 

 

 

 

内容適正化 

※体制整理・項目削除 
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旧頁 節 中間案 修正案 備考 

 

 

 

(193) 

1 部 

2 章 

公助 

34 節 

 住宅応急対

策計画 

（つづき） 

 

（略） 

3. プレハブ仮設住宅の建設 〔財政部、健康福祉部、都市整備部〕 

（略） 

 

(8) プレハブ仮設住宅に関する事務フロー 

〈災害救助法が適用され、宮城県が建設する場合〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

4. 借上げ民間賃貸住宅 〔総務企画部、財政部、健康福祉部〕 

宮城県が借り上げた民間賃貸住宅を、貸主、県、被災者の三者契約により応急仮設住宅として 

供与するものであり、受付期間の設定は、避難者数の推移やプレハブ仮設住宅等の入居状況など 

を考慮しながら調整を行う。 

 

 

 

（つづき） 

 

（略） 

3. プレハブ仮設住宅の建設 〔財政部、健康福祉部、都市整備部〕 

（略） 

 

(8) プレハブ仮設住宅に関する事務フロー 

〈災害救助法が適用され、宮城県が建設する場合〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

4. 借上げ民間賃貸住宅 〔総務企画部、健康福祉部〕 

宮城県が借り上げた民間賃貸住宅を、貸主、県、被災者の三者契約により応急仮設住宅として 

供与するものであり、受付期間の設定は、避難者数の推移やプレハブ仮設住宅等の入居状況など 

を考慮しながら調整を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容適正化 

※体制整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容適正化 

※体制整理 

 

プレハブ仮設住宅建設用地の 

確保（市有地リストの活用） 

（財政部） 

技術面と生活環境を考慮した 

建設用地の選定 

（都市整備部） 建設場所・必要戸数の決定 

（都市整備部、健康福祉部） 

県との間で管理事務委託協

定書の締結（健康福祉部） 

・避難者数の推移を基に決定 

・着工次ごとに宮城県へ報告 

建設用地の提供受入れ 

（都市整備部） 

申込み受付、要件審査 

（総務企画部、財政部） 
・入居者の選定 

・入居者の募集及び審査 

プレハブ仮設住宅の建設 

（宮城県）※ 

入   居 

入居者等管理事務 

（総務企画部、財政部、健康福祉部、都市整備部） 

・入退去等の管理 

・維持・修繕 

入居者最終決定 

（健康福祉部） 

・入居者の決定 

・入退去の管理の総括 

・宮城県へ報告 

 

プレハブ仮設住宅建設用地の 

確保（市有地リストの活用） 

（財政部） 

技術面と生活環境を考慮した 

建設用地の選定 

（都市整備部） 建設場所・必要戸数の決定 

（都市整備部、健康福祉部） 

県との間で管理事務委託協

定書の締結（健康福祉部） 

・避難者数の推移を基に決定 

・着工次ごとに宮城県へ報告 

建設用地の提供受入れ 

（都市整備部） 

申込み受付、要件審査 

（総務企画部） 
・入居者の選定 

・入居者の募集及び審査 

プレハブ仮設住宅の建設 

（宮城県）※ 

入   居 

入居者等管理事務 

（総務企画部、健康福祉部、都市整備部） 

・入退去等の管理 

・維持・修繕 

入居者最終決定 

（健康福祉部） 

・入居者の決定 

・入退去の管理の総括 

・宮城県へ報告 
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旧頁 節 中間案 修正案 備考 

 

 

 

(194) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(197) 

1 部 

2 章 

公助 

34 節 

 住宅応急対

策計画 

（つづき） 

 

（略） 

5. 借上げ公営住宅等 〔総務企画部、財政部、健康福祉部、都市整備部〕 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

9. 建築資材及び建設要員の確保 

 

（つづき） 

 

（略） 

5. 借上げ公営住宅等 〔総務企画部、健康福祉部、都市整備部〕 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

（略） 

 

9. 人員体制について  

東日本大震災時の経験を踏まえ、応急仮設住宅の入退去の募集及び審査、被災住宅の応急修理 

及び土石等障害物の除去に係る申請の受付及び審査に関する業務について、大規模災害時におい 

ても迅速かつ適切に実施できるよう、他部からの応援も含め職員の体制等を整備する。 

 

10. 建築資材及び建設要員の確保  

 

 

 

内容適正化 

※体制整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容適正化 

※項目追加 

・戸単位でも可 

・修繕工事の要否と周辺の 

生活環境を確認 

・必要に応じて実施 

・借用期間原則２年 

・入居者の選定 

・入居者の募集及び審査 

・入居決定通知 

・入退去の管理の総括 

・宮城県へ報告 

住宅提供の要請・受入れの検討 

（都市整備部） 

現地調査 

(都市整備部) 

借用契約の締結 

（都市整備部） 

修繕工事の発注 

（都市整備部） 

申込み受付、要件審査 

（総務企画部、財政部） 

入居者最終決定 

（健康福祉部） 

修繕工事の完了 

入 居 

入居者等管理事務 

（総務企画部、財政部、健康福祉部、都市整備部） 

応急仮設住宅適用の通知 

・戸単位でも可 

・修繕工事の要否と周辺の 

生活環境を確認 

・必要に応じて実施 

・借用期間原則２年 

・入居者の選定 

・入居者の募集及び審査 

・入居決定通知 

・入退去の管理の総括 

・宮城県へ報告 

住宅提供の要請・受入れの検討 

（都市整備部） 

現地調査 

(都市整備部) 

借用契約の締結 

（都市整備部） 

修繕工事の発注 

（都市整備部） 

申込み受付、要件審査 

（総務企画部） 

入居者最終決定 

（健康福祉部） 

修繕工事の完了 

入 居 

入居者等管理事務 

（総務企画部、健康福祉部、都市整備部） 

応急仮設住宅適用の通知 
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旧頁 節 中間案 修正案 備考 

198 1 部 

2 章 

公助 

35 節 

 農林水産業

対策計画 

第 35 節 農林水産業対策計画 

 

（略） 

 

3. 林業対策 

林道や治山施設等への二次災害を防止するため、関係機関・団体等との連携の下、被害把握、 

被害情報収集に努め、安全点検、応急復旧を実施する。 

 

 

第 34 節 農林水産業対策計画 

 

（略） 

 

3. 林業対策 

林道や治山施設等への二次災害を防止するため、関係機関・団体等との連携の下、被害把握、 

被害情報収集に努め、安全点検、応急復旧を実施する。 

また、林道については、生活道路に供される路線を優先的に通行確保することとし、それ以外 

の路線については交通の危険を防止する必要がある場合、関係法令に基づき、状況に応じて速や 

かに通行禁止又は制限の措置を講ずる。 

 

節繰り上げ 

新頁 188～ 

 

 

内容適正化 

※文面追加 

 

 

200 1 部 

2 章 

公助 

36 節 

 民生安定の

ための緊急

措置に関す

る計画 

第 36 節 民生安定のための緊急措置に関する計画 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. 人員体制について 

 

（略） 

 

 

 

第 35 節 民生安定のための緊急措置に関する計画 

（略） 

 

25. 被災者台帳の作成及び活用（被害が甚大な場合） 

災害対策基本法第 90条の 3及び第 90条の 4の規定により、災害による被災者の総合的かつ効 

率的な援護の実施の基礎とするため、被災者に関する情報を一元整理した「被災者台帳」を作成 

する。 

(1) 被災者台帳に記録する情報  

ア 氏名 

イ 生年月日 

ウ 性別 

エ 住所又は居所 

オ 住家の被害その他市長が定める種類の被害の状況 

カ 援護の実施の状況 

キ 電話番号その他連絡先 

ク 世帯の構成 

ケ り災証明書の交付の状況  

コ その他被災者の援護の実施に関し必要と認める事項  

 

(2) 被災者台帳の活用方法 

被災者台帳の基盤となる情報システムは総務企画部が整備した上で、区本部及び各部におい 

て被災者の情報や援護の実施状況等の情報を登録し、総合的かつ効率的な被災者の各種支援に 

活用する。 

 

26. 人員体制について 

 

（略） 

 

 

 

節繰り上げ 

新頁 190～ 

 

改正災対法の反映 

内容適正化 

※被災者台帳の位置

づけ明確化 
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旧頁 節 中間案 修正案 備考 

214 1 部 

2 章 

公助 

37 節 

 公共施設等の災

害復旧及び財政

援助の確保 

第 37 節 公共施設等の災害復旧及び財政援助の確保 

 

第 36 節 公共施設等の災害復旧及び財政援助の確保 

 

節繰り上げ 

新頁 204～ 

 

217 1 部 

2 章 

公助 

38 節 

 復興に関す

る計画 

第 38 節 復興に関する計画 

 

第 37 節 復興に関する計画 

 

節繰り上げ 

新頁 207～ 

 

220 2 部 

1 節 

 道路災害対

策 

第２ 道路災害の応急対策〔関係局区〕 

 

1. 組織・動員 

（略） 

〈警戒対象部局〉 

道路災害 
総務企画局(危機管理室、広報課、庶務課) 復興事業局

健康福祉局 建設局 消防局 関係区 

 

 

第２ 道路災害の応急対策〔関係局区〕 

 

1. 組織・動員 

 

（略） 

〈警戒対象部局〉 

道路災害 
総務企画局(危機管理室、広報課、庶務課)  

健康福祉局 建設局 消防局 関係区 

 

 

 

 

 

 

内容適正化 

※体制整理 

 

 

228 2 部 

2 節 

 海上災害対

策 

3. 仙台市の海上災害応急対策 

（略） 

(1) 組織・動員 

（略） 

〈警戒対象部局〉 

海上災害 
総務企画局(危機管理室、広報課、庶務課) 

復興事業局 環境局 消防局 宮城野区 若林区 

 

 

3. 仙台市の海上災害応急対策 

（略） 

(1) 組織・動員 

（略） 

〈警戒対象部局〉 

海上災害 
総務企画局(危機管理室、広報課、庶務課) 

環境局 消防局 宮城野区 若林区 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容適正化 

※体制整理 

 

264 2 部 

8 節 

 その他の災

害対策 

 

第２ 放射性物質災害の対策〔消防局〕 

本項では、本市域内における以下の放射性物質の事故による災害に対し、市民の生命、身体、 

財産、又は環境を保護するほか、市民の不安を解消するために必要な事項について定める。 

 

 

第２ 放射性物質災害の対策〔消防局〕 

本項では、本市域内における以下の放射性物質の事故による災害に対し、市民の生命、身体、 

財産、又は環境を保護するほか、市民の不安を解消するために必要な事項について定める。 

なお、市域外の原子力施設での事故に伴う本市域内への影響にかかる災害対応については、 

原子力災害対策編による。 

 

パブコメ反映 

※計画構成整理 

 


